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第１章 計画の概要 
 
 

１ 計画策定の趣旨 

近年の急速な少子化、核家族化の進行やその背景にある個人のライフスタイルや価

値観の変化は、子どもや家庭を取り巻く環境に大きな変化をもたらしています。 

こうした急速な少子化の流れを変え、また、次代の社会を担う子どもが健やかに生

まれ育つ環境整備を迅速かつ重点的に推進するため、平成15年7月に「次世代育成

支援対策推進法」が成立しました。本市ではこの法律に基づき、平成17年度から平

成26年度までの10年間を計画期間とする「長野市次世代育成支援行動計画」を策

定し、家庭や地域住民、企業、サービス提供者、行政が連携し、安心して子どもを産

むことができ、そして子どもが健やかに育つことのできる社会を目指してきました。 

この計画は、前期5箇年の計画期間が平成21年度で終了するため、必要な見直し

を行い、後期5箇年の計画を策定する必要があります。 

そこで、長野市では、「子育て支援に関するニーズ調査（平成20年度）」や「子育

て関係団体へのアンケート調査（平成21年度）」を実施するとともに、社会情勢、

子どもを取り巻く環境の変化等を踏まえ、また、子育ての関係者や経営者、労働関係

団体の代表などで組織する「長野市次世代育成支援対策協議会」や「長野市社会福祉

審議会児童福祉専門分科会」と連携を図りながら、本市の実情に即した実効性のある

計画となるよう、策定を進めてきました。 

今後、この計画を推進するに当たり、毎年度、実施状況を点検・公表するとともに、

計画期間の中間において、市民満足度等を調査することにより、施策の成果を検証し、

施策・事業の見直しを図ってまいります。 

 

 

２ 計画の位置付け 

本計画は、「次世代育成支援対策推進法」第8条第1項に基づく市町村行動計画と

して策定された「長野市次世代育成支援行動計画」の「後期行動計画」として位置付

けられます。 

また、本計画は、本市の総合的なまちづくりの指針である「第四次長野市総合計

画」を上位計画とし、他の個別計画との整合性を図りながら、今後の本市の少子化

対策、子育ち・子育て支援施策を総合的に推進するための指針となるものです。 

 
 



                                       あ 
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３ 計画期間 

本計画の計画期間は、平成22年度から平成26年度までの5年間とします。 

 

平成 １７ １８ １９ ２０ ２１ ２２ ２３ ２４ ２５ ２６ 年度

後期行動計画

前期行動計画
長野市次世代育成支援行動計画

見直し
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第２章 計画の基本的な考え方 
 

１ 基本理念 

 

「子どもたちが健やかに生まれ育ち、 

           次の世代を担う子どもたちを育むために」 
 

 

将来を担う子どもたちが、健やかに生まれ育つことができるよう、子育ち・子育て

を社会全体で支援するとともに、子どもを産み、育てることへの喜びを実感すること

ができる家庭と社会の実現を目指します。 

 

２ 基本的な視点 

計画を策定・推進する上での基本的な視点を以下のとおりとします。 

 

（１）子どもの視点 

子どもの幸せを第一に考え、子どもの利益が最大限に尊重されるよう配慮した

計画とします。 

 

（２）次代の親づくりという視点 

子どもは次代の親になるものとの認識の下、長期的な視野に立った子どもの健

全育成のための取り組みを推進します。 

 

（３）サービス利用者の視点 

核家族化や価値観の多様化に伴う多様な個別ニーズに柔軟に対応できるよう、

利用者の視点に立ったサービス提供基盤の整備を推進します。 

 

（４）社会全体による支援の視点 

保護者が子育てについての第一義的責任を有するとの基本的認識の下、行政は

もとより企業や地域社会を含めた社会全体で協力して取り組むための施策を推

進します。 
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（５）仕事と生活の調和の実現の視点 

結婚や子育てに関する希望を実現するための取り組みとして、働き方の見直し

を進め、仕事と生活の調和が実現できる社会づくりを推進します。 

 

（６）すべての子どもと家庭への支援の視点 

子育てと仕事の両立支援のみならず、子育ての孤立化等の問題を踏まえ、広く

すべての子どもと家庭への支援という視点から取り組みを推進します。 

 

（７）地域における社会資源の効果的な活用の視点 

子育てに関する様々な活動を行う地域活動団体や関係機関、民間事業者等、地

域の社会資源と十分連携・協力しながら取り組みを推進します。 

 

（８）サービスの質の視点 

利用者が安心してサービスを利用できるよう、サービス供給量を確保するとと

もに、サービスの質の確保を図ります。 

 

（９）地域特性の視点 

長野市の特性を踏まえ、地域の実情に応じた計画とします。 
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３ 家庭・地域・事業者・市の役割と責務 

子育ては、家庭が第一義的責任を有するものですが、そこでは、様々な不安や負担

を感じることがあります。 

しかし、子どもを産み育てていくことは、それらの不安や負担よりも大きな喜びや

感動があるはずです。そして、日々成長していく子どもとともに、親も一緒に成長し

ていくことができれば、こんなに素晴らしいことはありません。 

この計画は、社会の宝である子どもたちが健やかに育っていくことができるよう、

また、親が責任をもって子どもを育てていく過程を通じて、一人の人間として成長し

ていくことができるよう、家庭、地域、事業者及び行政がそれぞれの役割を担いつつ、

社会全体が一体となって進めていくものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども 

家 庭 

地 域 

行 政 

事業者 

保護者 

市 民 

ボランティア・ＮＰＯ 
サービス提供事業者 

 
担当各課 

関係機関・団体 

民間企業 
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４ 計画全体の目標 

本計画の成果を定量的に測定する指標として、成果指標を設定します。この指標は、

本計画が目指す基本理念の達成度を定量的に評価するための全体目標です。 

 

 

指 標１ 子育てが「楽しい」と感じる保護者を増やす 

  現状値

（H20） 

目標値 

（H2６） 

就学前児童調査 74.1％ 80％以上 楽しいと感じる保護者の割合 

（とても楽しい＋楽しいと感じることが多い） 小学生児童調査 71.7％ 77％以上 

【現状値の出典】平成20年度 子育て支援に関するニーズ調査結果 

 

 

指 標２ 子育てに「非常に不安や負担」を感じる保護者を減らす 
  現状値

（H20） 

目標値 

（H2６） 

就学前児童調査 10.1％ ５％以下 非常に不安や負担を感じる保護者の

割合 小学生児童調査 9.9％ ４％以下 

【現状値の出典】平成20年度 子育て支援に関するニーズ調査結果 

（参考）H15年度 就学前7.9％、小学生8.7％ 

 

 

指 標３ 本市の合計特殊出生率を上げる 

 現状値 

（H15～H19年） 

目標値 

（H20～H24年） 

長野市の合計特殊出生率※ 1.43 1.50 

【現状値の出典】保健所・市区町村別合計特殊出生率・標準化死亡比（H15～H19年） 

（参考）H15～H19年 長野県1.50 全国1.31 

※合計特殊出生率：一人の女性が生涯に産む子どもの数。特に市町村規模の場合は、転入・

転出等各年によって大きな変動があることから、より安定した数値とするため、５年間に

おける出産可能年齢人口（15歳～49歳の女性）の平均値を基に算出しています。 
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５ 施策体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

次
の
世
代
を
担
う
子
ど
も
た
ち
を
育
む
た
め
に 

子
ど
も
た
ち
が
健
や
か
に
生
ま
れ
育
ち
、 

基本理念 

１．職業生活と家庭生活との両立の推進 

基本方針 

２．地域における子育ての支援 

３．母性並びに乳児及び幼児等の健康 

の確保及び増進 

４．子どもの心身の健やかな成長

に資する教育環境の整備 

５．子育てを支援する生活環境の整備 

６．子ども等の安全の確保 

７．要保護児童などへの 

きめ細かな取り組みの推進 
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基本施策 重点的な取り組み 

ア 仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し 

 重点１ 

 仕事と生活の調和の 
 実現に向けた取り組み 
 
 ○子育てを応援する企 

業に対する支援の充実 

 ○働き方の見直しの促進 

 ○若年者の就労支援 

 ○多様な働き方を支える 

  保育サービスの充実 

 重点２ 

 地域全体で子どもを 
 育てる環境づくりの 
推進 
 
 ○様々な体験を通じた 

「子育ち」及び「次代 

の親の育成」の推進 

 ○地域活動を支えるリー 

ダー・指導者の育成 

及び確保 

 ○地域活動の活性化支援 

  とネットワーク形成の 

  促進 

  

 重点３ 

 子どもの安全と人権を 
 守るための取り組み 
 
 ○子どもの安全と人権を 

  守るための体制強化 

 ○子どもや親の悩み・不 

  安を受け止める体制づ 

  くり 

 ○子どもに関わる従事者 

  等の専門性の向上 

イ 仕事と子育ての両立の推進 

ア 地域における子育て支援サービスの充実 

イ 児童の健全育成 

ウ 子育て支援のネットワークづくり 

ア 子どもや母親の健康の確保 

イ 「食育」の推進 

ウ 思春期保健対策の充実 

 
エ 小児医療の充実 

 
オ 不妊に対する支援 

 

ア 次代の親の育成 

イ 子どもの生きる力の育成に向けた学校における教育環境等の整備 

ウ 家庭や地域の教育力の向上 

エ 子どもを取り巻く有害環境対策の推進 

ア 安全・安心なまちづくりの推進 

ア 子どもの交通安全を確保するための活動の推進 

イ 子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進 

ウ 被害に遭った子どもの保護の推進 

ア 児童虐待防止対策の充実 

イ 母子家庭等の自立支援の推進 

ウ 障害児施策の充実 

エ 外国籍児童への支援 
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第３章 後期行動計画における重点的な取り組み 

重点１ 仕事と生活の調和の実現に向けた取り組み 

 
[取り組みの背景] 

市が平成20年度に実施した小学生以下の子どもがいる世帯へのニーズ調査の結果

を見ると、共働き家庭が増加し、仕事と子育ての両立が進んできていますが、その負

担の多くは母親にかかってきているという実態がうかがわれます。一方、もっと育児

に関わりたくても職場や周りの理解が得られず、仕事が優先になってしまう保護者が

多いのも現実です。さらに、近年の経済不況の中、就労による経済的自立が果たせず、

結婚に踏み切れない若者も増えてきています。 

前期計画では、基本方針１として「職業生活と家庭生活との両立の推進」に取り組

んでいますが、平成21年度に市が実施した子育て関係団体へのアンケート調査でも、

こうした仕事と子育ての両立支援は最優先課題として挙げられており、子育て支援の

大きな柱としてその重要性はますます高くなっています。 

 

[母親の就労状況（就学前保護者）] 

44.0

50.8

55.6

47.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

前回（平成15年）

今回（平成20年）

就労している

就労していない

無回答

 
資料：保育家庭支援課（平成15年度・平成 20年度 子育て支援に関するニーズ調査結果） 

[仕事時間と生活時間の優先度（就学前児童・小学生保護者合算）] 

9.0

34.7

84.7

60.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

希　望

現　実

仕事時間を優先

家事（育児）・ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄを優先

その他

 
資料：保育家庭支援課（平成20年度 子育て支援に関するニーズ調査結果） 

[地域の子育て環境において今後５年間で充実すべきこと] 

1 仕事と子育ての両立の推進 219P 
2 男女ともに働きやすい環境の整備 187P 
3 地域における子育て支援サービスの充実 178P 
4 児童の健全育成 153P 
5 学校における教育環境等の整備 146P 

※優先順位１→10ポイント、順位２→９ポイント・・・・順位 10→１ポイントとして換算 

資料：保育家庭支援課（平成21年度 子育て関係団体アンケート調査結果） 
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[具体的な取り組み] 

 

1-1 子育てを応援する企業に対する支援の充実  

仕事と子育てが両立できる環境整備を促進するため、子育て支援に積極的に取り組

む事業者等の支援の充実を図ります。 

■主な事業 

・子育て支援優良事業者表彰制度 

・子育て雇用安定奨励金交付事業 

・子育て支援優良事業者に配慮した入札制度 

 

1-2 働き方の見直しの促進  

事業主に対し、ワーク・ライフ・バランスの実現に対する意識啓発を図るとともに、

男性・女性ともに働き方の見直しを促進します。 

■主な事業 

・経済団体等との連携による事業主への意識啓発 

 

    
 

1-3 若年者の就労支援 

若年者に対して就労を支援することにより、経済的自立を促進します。また、特に

支援が必要な若年者への支援の充実を図ります。 

■主な事業 

・特定求職者常用雇用促進奨励金制度 

・長野市若者自立支援ネットワーク会議の開催（若年者自立支援事業） 

    

 
1-4 多様な働き方を支える保育サービスの充実  

多様なニーズに対応できる保育サービスの充実を図ります。 

■主な事業 

・延長保育促進事業 

・夜間保育事業 

・病児・病後児保育事業 

・一時預かり事業 
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重点２ 地域全体で子どもを育てる環境づくりの推進 

 
[取り組みの背景] 

核家族化の急激な進展や近隣関係の希薄化などを背景に、子育ての孤立化や育児不

安など子育てへの負担感が増大しています。ニーズ調査によると、子育てに対して「非

常に不安や負担を感じる」と回答した人の割合は５年前と比べて増加しています。 

子育て関係団体アンケートでも、子育て環境づくりにおいて優先的に取り組むべき

施策として「地域における子育て支援サービスの充実」や「児童の健全育成」が上位

となっており、その中で、行政の役割として「地域活動の拠点の充実」や「施設・事

業に関する情報の積極的な公開」等が期待されており、地域社会の変化に対応しつつ、

市民の自主的な活動を支援していくことで、地域全体で子どもを育てる環境づくりを

推進することが求められています。 

また、「次代の親の育成」の取り組みに対して不満に思う割合が高くなっています。

子どもを生み育てることに夢や希望を持つことができ、実現できることを地域全体で

どのように支えていけばよいのかが問われています。 

 
[子育てに対する不安や負担について（就学前児童）] 

7.9

10.1

48.2

44.6

29.3

26.8

2.0

4.3

11.1

13.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

前回（平成15年）

今回（平成20年）

非常に不安や負担を感じる 何となく不安や負担を感じる あまり不安や負担は感じない

まったく感じない なんともいえない
 

資料：保育家庭支援課（平成15年度・平成 20年度 子育て支援に関するニーズ調査結果） 

 

[地域の子育て環境において今後５年間で充実すべきこと]（再掲） 

1 仕事と子育ての両立の推進 219P 
2 男女ともに働きやすい環境の整備 187P 
3 地域における子育て支援サービスの充実 178P 
4 児童の健全育成 153P 
5 学校における教育環境等の整備 146P 

※優先順位１→10ポイント、順位２→９ポイント・・・・順位 10→１ポイントとして換算 

資料：保育家庭支援課（平成21年度 子育て関係団体アンケート調査結果） 
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[市の子育て支援施策の満足度（不満度の高い上位３つ）] 

10.0

10.0

37.5

37.5

37.5

37.5

22.5

27.5

15.0

22.5

17.5

5.0

5.0

5.0

2.5

2.5

0.0

5.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

次代の親の育成

仕事と子育ての両立の推進

男女ともに働きやすい環境の整備等

満足 やや満足 どちらともいえない やや不満 不満 無回答

 
資料：保育家庭支援課（平成21年度 子育て関係団体アンケート調査結果） 

 
 
 [具体的な取り組み] 

 
2-1 様々な体験を通じた「子育ち」及び「次代の親の育成」の推進 

市民や事業者等が参画・協力し、様々な体験を通じて子どもの健やかな育ちと親に

なることへの意義や大切さを理解することができる取り組みを推進します。 

■主な事業 

・放課後子どもプランの推進 

・職業体験機会の創出 

・乳幼児とふれあう機会の提供 

 
 

2-2 地域活動を支えるリーダー・指導者の育成及び確保 

地域活動を支え、子どもたちを指導するリーダーや指導者の育成を図ります。 

■主な事業 

・成人指導者養成 

・子ども会リーダー養成 

 
 

2-3 地域活動の活性化支援とネットワーク形成の促進 

地域活動組織の自主的な活動の活性化と相互の連携による幅広い活動を支援する

ため、情報提供や交流の場づくりをします。 

■主な事業 

・子育て支援情報誌の作成 

・子育てサークル等のネットワーク化への支援  

・長野市子育て情報ホームページの作成  
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重点３ 子どもの安全と人権を守るための取り組み 

 
[取り組みの背景] 

近年の子どもを取り巻く環境の変化により、子どもが犯罪被害に巻き込まれること

を不安に感じる保護者が増え、子育て関係団体アンケートでも子どもの安全・安心に

係る環境が「悪くなった」とする割合が高くなっています。また、いじめが社会問題

化するとともに、不登校児童・生徒数も増加してきているなど、子どもが健やかに育

つために保障されるべき安全と人権が脅かされる状況となっています。 

『児童の権利に関する条約（子どもの権利条約）※』では、すべての子どもが差別

されず、あらゆる虐待や搾取から保護されるべき権利を示しており、日本は1994

年にこの条約を批准しています。 

子どもの安全と人権を守るという視点から、さまざまな関係機関が連携して取り組

んでいくとともに、子どもに携わる従事者の専門性の向上をより一層図っていくこと

が求められています。 

 
[ここ 5年間における子育て環境の変化について] 

7.5

20.0

10.0

42.5

40.0

52.5

50.0

37.5

35.0

0.0

2.5

2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

妊娠・出産環境

子どもの安全・安心

母親の就労環境

良くなった どちらともいえない 悪くなった 無回答

 
資料：保育家庭支援課（平成21年度 子育て関係団体アンケート調査結果） 

 [不登校児童・生徒の出現率] 

3.75 3.83
4.15 3.97

0.42 0.44 0.44 0.46

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

H17 H18 H19 H20

0

1

2

3

4

5

中学校 小学校

 
資料：学校教育課 

                                                   
※ 児童の権利に関する条約（子どもの権利条約）…守られるべき子どもの権利を定めた国際条約で、1989年に国連総

会で採択された。 
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 [具体的な取り組み] 

 
3-1 子どもの安全と人権を守るための体制強化 

子どもをいじめや児童虐待、犯罪被害等から守るため、関係機関の体制強化と連携

による取り組みの充実を図ります。 

 
■主な事業 

・長野市要保護児童対策地域協議会の運営 

・児童虐待防止法の周知 

 

 

 
 

3-2 子どもや親の悩み・不安を受け止める体制づくり 

いじめや不登校、児童虐待、犯罪被害等に悩んだり不安に感じている子どもや親が

気軽に相談でき、解決に向けて共に取り組むことができる体制づくりを推進します。 

 
■主な事業 

・地域子育て支援センター事業 

・養育支援訪問事業 

・児童相談体制の充実 

・心の相談の充実と支援体制の推進 

 

    

 
3-3 子どもに関わる従事者等の専門性の向上 

保健・医療・福祉・教育等の各分野の従事者や保護者等に対し、子どもの安全と人

権にかかわる専門的な知識の普及と理解の促進を図ります。 

 
■主な事業 

・児童虐待に対する専門性の向上 
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第４章 施策の展開 
 

基本方針１ 職業生活と家庭生活との両立の推進  

ア 仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し 

【現況と課題】 

ニーズ調査の結果を見ると、５年前と比べて母親が就労している割合が増える

など、仕事と子育ての両立が進んでいる状況が見られますが、共働き家庭でも家

事のほとんどを女性が担っている状況もうかがえます。一方で、もっと育児に関

わりたい男性でも会社や周りの理解が得られず、仕事を優先せざるを得ない現実

も見られることから、働き方の見直しと職場環境の整備が必要です。しかしなが

ら、大企業では可能な環境整備も、中小企業においては、実現は厳しいといった

意見も聞かれており、中小企業を中心とした環境整備の促進が求められています。 

また、内閣府の調査によると、若年層では非正規従業員の割合が増加し、正社

員に比べて結婚している割合が低くなってきており、若年者の経済的自立への支

援も課題となっています。 

 ［母親の就労状況］              

19.5

5.2

26.1

44.4

2.9

28.1

0.9

45.0

20.7

3.0

0 10 20 30 40 50

就労している／フルタイム

就労している／フルタイムで育休・介休中

就労している／パート・アルバイト等

以前は就労していたが現在はしていない

これまでに就労したことがない

就学前児童保護者 小学生児童保護者
 

※参考 平成 15年度調査 「就労している」就学前44.0％ 小学生73.3％ 

資料：保育家庭支援課（平成20年度 子育て支援に関するニーズ調査結果） 

 ［一週間で家事に費やす時間（共働き）］              

20.8

23.4

1.3

0

0

1.8

36.3

17.3

0 10 20 30 40 50

1時間以上2時間未満

2時間以上3時間未満

20時間以上30時間未満

30時間以上40時間未満

男性 女性

 

資料：男女共同参画推進課（平成 18年度 男女共同参画に関する市民意識と実態調査結果） 
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［育児休業制度の利用の有無］ 

20.5

0.1

0.3

77.7

0 20 40 60 80 100

母親が利用した

父親が利用した

母親と父親の両方が利用した

利用しなかった

 

資料：保育家庭支援課（平成20年度 子育て支援に関するニーズ調査結果） 

 

【施策の方向性】 

○事業主、特に中小企業経営者への子育て支援に対する意識啓発を図ります。 

○子育て家庭への支援の充実に積極的に取り組む企業等への支援や育児・介護休業

制度など各種制度の周知により、実際に制度等が活用される職場環境づくりを促

進します。 

○男性・女性ともに働き方の見直しを図り、仕事と生活の調和が実現できる環境づ

くりを促進します。 

○若年者の就業を支援し、経済的自立を促進します。 

 

 

■成果指標■ 

指 標 
現状値 

（H20） 

目標値 

（H26） 
現状値の出典 

生活時間の優先度における希望と

現実とのギャップ※1 
23.9％ 18%以下 ニーズ調査 

子育てに関し「配偶者の協力が少な

い」と回答した保護者の割合 

前 13.4％ 

小 10.7％ 

前 12%以下 

小 9%以下 
ニーズ調査 

※1 「家事（育児）を優先」及び「プライベートを優先」の回答割合の「希望」－「現実」 

※ 前…就学前児童保護者 小…小学生児童保護者 
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【目標設定事業】                （★重点的な取り組み、新＝新規事業） 

 事 業 名 事 業 概 要 ・ 方 向 性 

★ 1 経済団体等との連携による事業主

への意識啓発 

・経済団体と連携し、事業所に対して出前講座を実施し、

育児休業や介護休業制度等の周知を図ります。 

★新 

2 

子育て支援優良事業者表彰制度 

 

・育児休業制度を取り入れる等、子育てしやすい職場環

境づくりを積極的に行う事業者を表彰する制度の導入

を検討します。 

★ 3 子育て雇用安定奨励金交付事業 ・仕事と子育ての両立を支援する制度を実施した中小企

業者に対し、奨励金を交付し働き易い雇用環境づくり

を支援します。 

★ 4 特定求職者雇用促進奨励金制度 ・特定求職者（若年者、障害者、母子家庭の母等）の常

用雇用の促進を図るため、事業主に奨励金を交付しま

す。 

★ 5 長野市若者自立支援ネットワーク

会議の開催 

・関係機関と若年者の職業的自立に関する情報交換及び

事業の連携を図るとともに、「ながの若者サポートステ

ーション」の運営を支援します。 

★新 

6 

子育て支援優良事業者に配慮した入札

制度 

・子育てしやすい職場環境づくりを積極的に行う建設事

業者が、それに要するコスト負担等から受注面で不利

とならない入札制度を検討します。 

 

【その他関係事業】 

◇働く女性への保護・支援 

結婚・育児等で離職した女性のための再就職に関する講座や就業意識等に関

する相談事業を実施し、女性の就業を支援します。 

勤労青少年ホーム等において、再就職や転職に役立つ就労支援講座を開催し

ます。 

男女共同参画推進課 

産業政策課 

◇労働相談の開催 

雇用や労働条件など労働問題全般について、社会保険労務士が相談に応じま

す。 

産業政策課 

◇若年者職業相談窓口の開設 

もんぜんぷら座の相談窓口において、若年者及びその家族を対象に就職・職

業に関する相談支援をします。 

産業政策課 

◇長野市農村女性プランの推進 

農村女性が能力を十分に発揮できる農村社会の実現を図るため、「長野市農

村女性プラン」を推進します。 

農政課 

◇一般事業主行動計画の策定促進 

広報及び関係機関を通じて、次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策

定の周知、啓発を実施します。 

産業政策課 

◇家庭における男女共同参画意識の普及 

家庭での性別による固定的な役割分担意識を是正するための啓発を実施し

ます。 

男女共同参画推進課 
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指   標 実績（H15） 現状値（H20） 目標値（H26） 担当課 

出前講座開催回数 

 

未実施 0回 

 

7回 

 

保育家庭支援課 

優良事業者表彰数（累計） 

 

 

未実施 未実施 8事業者 保育家庭支援課 

交付事業所数 

 

 

未実施 4事業所 ６事業所 産業政策課 

交付件数 

 

 

14件 8件 20件 産業政策課 

ネットワーク会議の開催回数 

 

 

未実施 1回 2回 産業政策課 

制度の見直し 

 

 

未実施 未実施 実施 

 

契約課 

保育家庭支援課 

 

【家庭・地域・事業者に期待する役割】 

家 庭 
・男性も女性も、家族の団らんや趣味、地域活動の時間を大切にする。 

・家族がお互いを信頼し、協力して家事や子育てをする。 

地 域 ・子どもを連れている親を温かく見守り、気軽に声をかける。 

事業者 

・育児・介護休業や有給休暇などが取りやすい職場環境をつくる。 

・短時間労働など多様な働き方を可能にする。 

・女性や若年者を積極的に雇用し、能力発揮の場をつくる。 
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イ 仕事と子育ての両立の推進. 

 

【現況と課題】 

少子化に伴い、待機児童数は、ここ数年間ゼロになっている一方、ニーズ調査

結果をみると、今後利用したい、あるいは不足していると思うサービスとして「保

育園」が２番目に高い割合となっており、多様な保育ニーズへの対応が求められ

ているといえます。 

また、ニーズ調査では、「病児・病後児保育」に対するニーズは高くなっていま

す。病後児保育については、平成19年6月から長野赤十字病院に設置されてい

ますが、十分活用されているとはいえない状況であり、市民へのさらなる周知と

利用しやすい体制づくりが必要です。 

 

［保育園の定員および園児数の推移］ 

85 85 87 86

8,195

8,140

8,335 8,345

8,087

8,259

8,250

8,170

7,500

8,000

8,500

H17 H18 H19 H20

80

82

84

86

88

90

保育園数 保育園定員数 園児数

※園児数には、市外の居住者も含む。              資料：保育家庭支援課 

 

［今は利用していないが利用したい、あるいは足りていないと思うサービス（上位５つ）］ 

31.9

30.1

24.9

17.1

16.6

0 10 20 30 40

病児・病後児保育

保育園

一時預かり

幼稚園

幼稚園の預かり保育

 

資料：保育家庭支援課（平成20年度 子育て支援に関するニーズ調査結果） 
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【施策の方向性】 

○引き続き、待機児童ゼロを目指すとともに、定員の見直しなど適正規模・適正配

置を検討し、保育サービスの向上を図ります。 

○通常保育以外の多様な保育サービスについては、ニーズや利用状況に応じた整備

を図るとともに、市民への周知などにより利用を促進します。 

 

■成果指標■ 

指 標 
現状値 

（H20・H21） 

目標値 

（H26） 
現状値の出典 

保育サービスが利用できないこと

が理由で就労希望がありながら働

いていない保護者の割合 

10.6％ 

（H20） 
5%以下 ニーズ調査（就学前） 

仕事と子育ての両立が図られてい

ると感じる保護者の割合 

59.5％ 

（H21） 
65％以上 アンケート調査 

保育所待機児童数 0人 

（H20） 
0人 保育家庭支援課調べ 
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【目標設定事業】                （★重点的な取り組み、新＝新規事業） 

No 事 業 名 事 業 概 要 ・ 方 向 性 

★ 7 延長保育促進事業 ・保護者の就労形態の多様化に対応するため、保育園の

開所時間を延長し、11時間を超える保育を行う保育

園の拡大を検討します。 

★ 8 夜間保育事業 ・保護者の就労などにより、夜間においても保育が必要

となる児童に対し保育を行う園の拡大を検討します。 

★ 9 病児・病後児保育事業 ・病気の回復期に至らない児童（病児）や回復期の児童

（病後児）について、専用のスペースで預かりを行う

施設の拡大を検討します。 

★10 一時預かり事業 

（一時保育促進事業） 

・保護者の疾病や災害等、また、保護者の育児負担を軽

減するため、保育所において児童を一時的に預かる事

業を実施する園の拡大を検討します。 

11 トワイライトステイ 

（子育て支援短期利用事業） 

・保護者が仕事等により、夜間や休日に養育が困難とな

った場合に、児童を児童福祉施設に入所させ、生活指

導や食事の提供等をします。 

★12 放課後子どもプランの推進 ・留守家庭児童に加え、希望児童も対象とする「放課後

子どもプラン」を推進し、放課後等における子どもの

居場所の確保と地域交流を促進します。 

新 13 保育所アクションプログラムの作成 ・多様なニーズに応え、地域の子育て支援の拠点として

中心的な役割を果たす保育所になるための計画を作成

します。 

 
 
【その他関係事業】 

◇通常保育事業 

多様化する保育需要に対応するため、適正な職員配置や職員の研修など保育所

の質の向上を図り、子育てと就労の両立を支援します。 

保育家庭支援課 

◇休日保育事業 

保育園に入所している児童で、休日においても保育が必要となる児童の保育を

実施します。 

保育家庭支援課 

◇幼稚園預かり保育促進事業 

幼稚園において通常の開園時間帯を超えて園児を預かります。 
保育家庭支援課 

◇幼稚園就園奨励費補助金 

幼稚園に通園する児童の家庭に対し、保育料の一部を補助することにより、経

済的な負担を軽減します。 

保育家庭支援課 

◇第三者評価事業 

保育所の提供するサービスの質を当事者（保育所及び利用者）以外の公正・中

立な第三者機関が、専門的かつ客観的な立場から評価を実施することにより、保

育所の質的向上を図ります。 

保育家庭支援課 
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指   標 実績（H15） 現状値（H20） 目標値（H26） 担当課 

実施箇所数 

 

 

40園 49園 54園 保育家庭支援課 

実施箇所数 

 

1園 1園 2園 保育家庭支援課 

実施箇所数 

 

 

未実施 １箇所 ２箇所 保育家庭支援課 

実施箇所数 

延べ利用者数 

 

８園 

― 

10園 

13,925人 

13園 

19,000人 

保育家庭支援課 

実施箇所数 

 

 

未実施 未実施 2施設 保育家庭支援課 

実施校区数 

 

 

未実施 4校区 全小学校区 

（5６校区） 

生涯学習課 

プログラム作成 

 

 

未実施 未実施 作成 保育家庭支援課 

 

 

 

◇ショートステイ 

保護者が疾病等で児童の養育が一時的に困難となった場合に、児童を一時的

に児童福祉施設に入所させ、子育てを支援します。 

保育家庭支援課 

  

 

 

 

【家庭・地域・事業者に期待する役割】 

家 庭 ・働き方にあわせたサービスについて積極的に情報収集する。 

事業者 
・多様な保育サービスの提供体制を整備する。 

・提供している保育サービスについて、わかりやすく広報する。 
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基本方針２ 地域における子育ての支援  

ア 地域における子育て支援サービスの充実 

 
【現況と課題】 

ニーズ調査の結果をみると、子育てに非常に不安や負担を感じる親の割合は前

回調査から増加しています。また、子育てに関する公的な相談機関の認知度・利

用意向は高くなっていますが、実際の相談相手として利用している人は少なく、

利用しやすい体制づくりが求められます。 

自由意見では、親同士や地域住民とのつながりの必要性を訴える声も多く見ら

れており、交流の場の充実が必要です。一方、地域に出てこない（出てこられな

い）孤立した家庭への支援として地道な家庭訪問が必要との意見もあり、人材を

確保しながら訪問活動の充実を図っていく必要があります。 

 

[子育てに対する不安や負担について]（再掲） 

7.9

10.1

48.2

44.6

29.3

26.8

2.0

4.3

11.1

13.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

前回（平成15年）

今回（平成20年）

非常に不安や負担を感じる 何となく不安や負担を感じる あまり不安や負担は感じない

まったく感じない なんともいえない
 

資料：保育家庭支援課（平成15年度・平成 20年度 子育て支援に関するニーズ調査結果） 

 

［子育ての相談窓口の認知度・利用度・利用意向］ 

63.9

9.7

45.3

32.0

80.9

43.0

4.2

9.3

11.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

知っている

利用したことがある

今後利用したい

はい いいえ 無回答

 
資料：保育家庭支援課（平成20年度 子育て支援に関するニーズ調査結果） 
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【施策の方向性】 

○地域資源を活かしながら、親同士が気軽に参加・交流できる場の充実を図ります。 

○特に、保育園・幼稚園全園で「子育て支援事業」を行い、全ての子育て家庭に対

する支援の充実を図るとともに、ファミリー・サポート・センターの活性化を図

ります。 

○また、家庭児童相談員の増員や民生委員・児童委員との連携などにより、孤立し

がちな家庭への相談支援体制を強化します。 

 

■成果指標■ 

指 標 
現状値 

（H21） 

目標値 

（H26） 
現状値の出典 

地域の子育て支援サービス・施設が

利用しやすいと感じる保護者の割

合 

21.8％ 27％以上 アンケート調査 

地域に相談できる相手（場所）がい

る（ある）保護者の割合 
91.2％ 97％以上 アンケート調査 
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【目標設定事業】                （★重点的な取り組み、新＝新規事業） 

No 事 業 名 事 業 概 要 ・ 方 向 性 

★14 養育支援訪問事業 ・要支援児童等の居宅において、保健師等による技術支

援や育児支援訪問員による育児や家事支援等を実施し

ます。 

★15 地域子育て支援センター事業 

 

 

・地域において子育て親子の交流の場を提供し、交流を

促進するとともに、子育て等に関する相談や講習会等

を実施します。 

16 保育園地域活動事業 ・高齢者との交流や、卒園児・未就園児との交流などを

通じ、保育園の機能を地域住民のために活用するとと

もに、児童の社会性を養います。 

★17 児童相談体制の充実 ・虐待通報への対応、関係機関との連絡調整、個別ケー

スに対する状況把握等をより積極的に行うため、保健

師など専門職の配置や相談員の増員を検討します。 

18 地域福祉推進事業 ・地区ごとの地域福祉活動計画の策定・実行過程を通じ

て、地域における福祉意識の改革、福祉活動の担い手

の発掘及び様々な福祉活動の開発・活性化を図ります。 

19 地域活動団体に対する活動支援 ・ボランティアセンターに登録されているボランティア

グループに対する支援に加え、地域で活動しているボ

ランティアの把握や交流の場づくりを行うとともに、

活動内容の周知を行うなど、活動を支援します。 

20 「ファミリー・サポート・センター」

運営事業 

 

・子育ての手助けをしてほしい人（依頼会員）と子育て

のお手伝いをしたい人（提供会員）が、子育ての相互

援助活動を実施します。 

21 ながの子育て家庭優待パスポート事

業 

・18歳までの子どものいる世帯に対して、長野県内す

べての協賛店からサービスを受けられるカードを配布

します。 

 
【その他関係事業】 

◇こども広場運営 

主に０歳から３歳までの乳幼児をもつ子育て中の親子に交流、集いの場を提供

するほか、子育て等に関する相談を受け付けます。 

保育家庭支援課 

◇各種相談事業への支援 

市社会福祉協議会を実施主体として、様々な相談に応じるとともに、専門機関

等と連携をとりながら総合的に解決していける相談活動を支援します。 

厚生課 

◇児童館の空き時間の開放 

子育てサークル等での利用のため、運営に支障のない児童館・児童センターに

ついて、平日の午前中等に開放します。 

生涯学習課 
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指   標 実績（H15） 現状値（H20） 目標値（H26） 備 考 

要支援家庭に対する支援実施率 

 

 

未実施 一部実施 100％ 保育家庭支援課 

実施箇所数「センター型」 

「相談・交流型」 

「全園型」 

2園 

7園 

0園 

６園 

８園 

０園 

６園 

10園 

99園 

保育家庭支援課 

実施箇所数 

 

 

― 61園 全園 

（88園） 

保育家庭支援課 

専門職の配置 

相談員数 

 

未実施 

２人 

未実施 

2人 

実施 

4人 

保育家庭支援課 

計画策定地区数 

 

 

未実施 6地区 全地区 

（32地区）  

厚生課 

地域福祉ワーカー設置地区数 

 

 

 

未実施 16地区 全地区 

（32地区） 

厚生課 

提供会員数 

依頼会員数 

両方会員数 

152人 

649人 

151人 

245人 

1,160人 

168人 

300人 

1,500人 

200人 

保育家庭支援課 

協賛店舗数 

 

 

未実施 509店舗 市内協賛店 

1,100店舗 

保育家庭支援課 

 
【家庭・地域・事業者に期待する役割】 

家 庭 

・地域で開催されるイベント等に気軽に参加する。 

・隣近所の人と積極的にあいさつをする。 

・困った事があったら、誰かに相談する。 

地 域 

・子どものいる家庭の様子を温かく見守る。 

・子ども連れには気軽に声をかける。 

・子育てを支援する団体等の活動に積極的に参加する。 

事業者 ・子育てを支援する団体等の活動を応援し、協力する。 
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イ 児童の健全育成 

 

【現況と課題】 

ニーズ調査の結果をはじめ次世代育成支援対策協議会等からも、世代間や子ど

も同士での交流、地域の自然とふれあう機会など、地域資源を生かした様々な交

流・体験機会の充実を求める声が多く聞かれます。しかしながら、昨今の治安状

況から子どもだけで外で自由に遊ばせることへの不安の声も多く、放課後等に安

心して遊ぶことのできる居場所づくりが課題となります。 

また、交流活動や体験機会を牽引するリーダーの確保が求められます。安心し

て子どもを任せられるリーダーの質の向上とあわせて、多くの子どもを預かるリ

ーダーの負担軽減を図っていくことも必要です。 

 

［小学校４年生以降の放課後の過ごし方（希望）］ 

41.5

24.2

23.5

13.5

9.1

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0

放課後子ども教室等を利用したい

クラブ活動など習い事をさせたい

利用を希望しない

児童館等を利用したい

通学塾に通わせたい

 
資料：保育家庭支援課（平成20年度 子育て支援に関するニーズ調査結果） 

 

［地域活動団体において課題となっていること］ 

55.0

32.5

12.5

10

5

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

活動を担う人材の確保が難しい

活動を支える資金の確保が難しい

活動する場所の確保が難しい

活動するための情報が少ない（入手できない）

活動する機会が少ない

 
資料：保育家庭支援課（平成21年度 子育て関係団体アンケート調査結果） 
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【施策の方向性】 

○子どもが安心して過ごせる場の確保に努めます。特に、留守家庭児童に加え、希

望児童も対象とする「放課後子どもプラン」を推進し、放課後等における子ども

の居場所の確保と地域交流を促進します。 

○地域資源を生かした様々な交流・体験活動の機会を提供するとともに、交流・体

験活動を担う指導者の確保と質の向上を図ります。 

○青少年の健全育成については、関係機関との連携とあわせて、保護者や一般市民

に対する周知と意識啓発を進めます。 

 

■成果指標■ 

指 標 
現状値 

（H21） 

目標値 

（H26） 
現状値の出典 

放課後子どもプランは、放課後等に

おける児童の安全・安心な居場所の

確保に役立っていると思う保護者

の割合 

74.2％ 80％以上 アンケート調査 

放課後子どもプランは、世代間や子

ども同士の交流、体験機会の充実に

つながっていると感じる保護者の

割合 

61.8％ 67％以上 アンケート調査 

子ども会育成会などの地域活動に

おいて、子どもが主体的にかかわっ

ている姿が見られると感じる保護

者の割合 

26.5％ 32％以上 アンケート調査 
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【目標設定事業】                     （★重点的な取り組み） 

 事 業 名 事 業 概 要 ・ 方 向 性 

★22 放課後子どもプランの推進（再掲） ・留守家庭児童に加え、希望児童も対象とする「放課後

子どもプラン」を推進し、放課後等における子どもの

居場所の確保と地域交流を促進します。 

★23 成人指導者養成 ・子ども会活動に関心を持つ成人を対象に、手作り工作

技能やレクリエーション、青少年育成知識等の研修を

行い、地区行事への派遣により、子ども会活動の活性

化を図ります。 

★24 子ども会リーダー養成 ・子どもたちの自主性や創造性を養う「子ども会」の子

どもリーダーを地域に育てるために、指導・助言をす

ることができる小学校５年生から高校3年生を対象に

したサブ・ジュニア・シニアの各リーダーを養成し、

育成会行事等に派遣します。 

 

【その他関係事業】 

◇母親クラブの活動の推進 

児童館等を拠点とし、児童の健全育成のための活動を行うことを目的に、地域

住民が参画して組織する母親クラブの設置を推進します。 

生涯学習課 

◇動く子ども広場「すこやか号」 

遊び道具や工作用具の貸し出しを行うことで子ども会活動を支援し、子どもの

社会性・自主性・創造性を育てます。 

生涯学習課 

◇子どもキャンプのつどい 

小中学生の子どもたちが、豊かな自然の中での体験を通して、心身を鍛え、豊

かな人間性を育む機会として、夏休み期間中に子どもキャンプを実施します。 

生涯学習課 

◇こども自然体験 

市内の中間教室に通所する児童や生徒を対象として、自然体験や交流体験等を

通して、自立心や責任感を養い、自主性、社会性の育成を図ります。 

生涯学習課 

◇青少年錬成センターの運営 

心身ともに健全な、明るく、たくましい青少年の育成を図るための活動拠点と

して、宿泊型体験施設を運営します。 

生涯学習課 

◇少年科学センターの運営 

将来を担う子どもたちに科学に関連する機器を展示し、遊びの中に科学する芽

を養い、新鮮な驚きと楽しい雰囲気によって、潜在的興味を喚起できる体験施設

を運営します。 

少年科学センター 

◇スポーツ教室の開催 

２歳及び３歳になる幼児とその保護者を対象とした「親子体力づくり教室」を

開講します。 

体育課 

◇小・中学校施設の社会開放 

スポーツを楽しむ場所として学校体育施設を開放し、親睦及び健康増進を図り

ます 

体育課 

◇図書館事業 

「おはなし会」を開催し、幼児・児童向けの絵本の読み聞かせを充実します。 

長野図書館 

南部図書館 
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指   標 実績（H15） 現状値（H20） 目標値（H26） 担当課 

実施校区数 

 

 

未実施 4校区 全小学校区 

（５６校区） 

生涯学習課 

養成講座延べ受講者数 

 

 

 

93人 78人 100人 生涯学習課 

養成講座延べ受講者数 

 

 

 

 

68人 173人 200人 生涯学習課 

 

 

◇青少年健全育成に関する広報・啓発活動の推進 

広く一般の市民に対し、非行問題に関する各種情報の提供と啓発活動を行い、

青少年の健全育成に対する理解と関心を高めます。 

少年育成センター 

◇巡回指導活動の推進 

市内の各種娯楽施設や商業施設等を中心に巡回し、少年の問題行動を早期かつ

軽微のうちに発見し、声掛け等を行なうことで、青少年を健全な方向に導きます。 

少年育成センター 

◇長野市青少年保護育成条例に基づく立入調査の実施 

長野市青少年保護育成条例に基づく、有害図書類取扱店や自動販売機の設置場

所等への立入調査を実施し、青少年の健全な育成を阻害する恐れのある環境から

青少年を保護します。 

少年育成センター 

◇少年相談事業の充実 

家族や学校、あるいは少年本人から寄せられる悩みごとの相談に応じ、適切な

指導助言を行い、必要に応じて他の相談機関等を紹介します。 

少年育成センター 

◇子ども手当の支給 

中学校卒業までの児童を養育している保護者に子ども手当を支給します。 
保育家庭支援課 

 

【家庭・地域・事業者に期待する役割】 

家 庭 

・子どもに規則正しい生活習慣を身に付けさせる。 

・いろいろな人と遊び、交流できる機会をつくる。 

・子どもと会話をしっかりする。 

・よいところをしっかりほめ、間違ったことはしっかり叱る。 

・社会のルールについて話し合う時間をつくる。 

地 域 
・近所の子どもたちに積極的に声をかける。 

・地域に伝わる文化や行事、遊び等を伝えていく。 

事業者 ・地域の活動を応援し、協力する。 
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ウ 子育て支援のネットワークづくり 

 

【現況と課題】 

ニーズ調査結果を見ると、子育て支援情報誌の認知度が低いなど、どのような

サービスがあるか知らない家庭も多いことがうかがえます。個々の家庭状況に応

じたきめ細かなサービスを提供していくためには、地域の子育て支援におけるネ

ットワークを形成し、コーディネートしていく機能の強化が必要です。 

 

［子育て支援サービスの認知度（抜粋）］ 

77.6

63.9

30.2

28.5

17.4

32

65

66.8

4.2

4.7

4.9

4.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

保健センターの情報・相談サービス

子育ての相談窓口

子育て支援情報誌

教育相談センター・教育相談室

はい（知っている） いいえ（知らない） 無回答

 

資料：保育家庭支援課（平成20年度 子育て支援に関するニーズ調査結果） 

 

【目標設定事業】                （★重点的な取り組み、新＝新規事業） 

 事業名 事 業 概 要 ・ 方 向 性 

★25 子育て支援情報誌の作成 ・子育て家庭のニーズを踏まえ、「子育てガイドブック」

をより分かりやすく、使いやすいものにリニューアル

します。 

★26 子育てサークル等のネットワーク化

への支援 

・地域で活動している子育てサークル等を把握し、交流

の場の提供を図り、ネットワーク化を促進します。 

★新 

27 

長野市子育て情報ホームページの作

成 

・子育てに関する専用のホームページを開設し、子育て

に関するサービス等の情報を分かりやすく発信しま

す。 
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【施策の方向性】 

○自主的な子育て支援活動を行っているサークルやボランティア団体等の横のつな

がりを促進し、活動の活性化を図るとともに、きめ細かな支援が総合的に提供さ

れる体制づくりを推進します。 

○特に、各地区の子育て支援のネットワークの構築を促進し、地域に根付いた幅広

い子育て支援活動が様々な連携の下で活発に行われるよう支援します。 

 

■成果指標■ 

指 標 
現状値 

（H20） 

目標値 

（H26） 
現状値の出典 

子育てに関する「サービスの内容が

わからない」と回答した保護者の割

合 

前 11.4％ 

小  7.0％ 

前 6%以下 

小 6%以下 
ニーズ調査 

※ 前…就学前児童保護者 小…小学生児童保護者 

 

 

 

指   標 実績（H15） 現状値（H20） 目標値（H26） 担当課 

リニューアルの実施 

 

 

未実施 未実施 実施 保育家庭支援課 

交流会の開催地区数 

 

未実施 未実施 全地区 

（32地区） 

保育家庭支援課 

ホームページの開設 

 

 

未実施 未実施 実施 保育家庭支援課 

 

【家庭・地域・事業者に期待する役割】 

家 庭 
・子育て支援に関する情報を積極的に収集する。 

・子育て家庭同士、日頃から連絡を取り合う。 

地 域 

・子育て支援活動を行っている団体同士の交流の場をつくり、情報交換す

る。 

・合同によるイベントを開催するなど、活動の幅を広げる。 

・活動内容や提供しているサービスを広く情報発信していく。 

事業者 ・団体同士の交流や情報発信を応援し、協力する。 
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基本方針３ 母性並びに乳児及び幼児等の健康の確保及び増進 

ア 子どもや母親の健康の確保 

 
【現況と課題】 

母子を対象とした各種健診事業は概ね高い受診率で実施されており、引き続き、

未受診者ゼロを目指した効果的なアプローチが必要です。相談事業も充実してき

ており、子育て世帯へのニーズ調査の結果でも子どもの発達や食事等に関して悩

みや不安を持つ親の割合が減少してきています。今後は、参加者の増加に対応で

きる体制の確保が課題となります。 

一方、子育て関係団体へのアンケート調査では、５年前と比べて妊娠・出産環

境が悪化したと回答した人の割合が高く、医療機関の確保・充実とあわせ、妊産

婦の健康増進と不安解消に向けた取り組みが求められています。 

 
 
［日頃の悩みや気にかかること（関連項目抜粋）］ 

35.4

20.5

34.2

16.2

39

21.8

37.8

24.9

0 10 20 30 40 50

病気や発育・発達に関すること（就学前）

病気や発育・発達に関すること（小学生）

食事や栄養に関すること（就学前）

食事や栄養に関すること（小学生）

今回（H20） 前回（H15）

 

資料：保育家庭支援課（平成20年度 子育て支援に関するニーズ調査結果） 

 

[ここ 5年間における子育て環境の変化について]（再掲） 

7.5

20.0

10.0

42.5

40.0

52.5

50.0

37.5

35.0

0.0

2.5

2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

妊娠・出産環境

子どもの安全・安心

母親の就労環境

良くなった どちらともいえない 悪くなった 無回答

 
資料：保育家庭支援課（平成21年度 子育て関係団体アンケート調査結果） 
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［乳児死亡数・周産期死亡数・死産数の推移］ 

0

20

40

60

80

100

120

Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19 Ｈ20

0

5

10

15

20

25

30

死産数 乳児死亡数 周産期死亡数

 
資料：企画課（人口動態統計） 

 
 

【施策の方向性】 

○引き続き、各種健診の充実を図り、特に未受診者へのアプローチを強化します。 

○相談事業や各種教室等については、スタッフの増員や実施場所の確保、開催回数

の拡大など、実施体制の強化を図ります。 

○妊産婦や乳幼児を抱える親が孤立しないよう、家庭訪問や親同士の交流機会の充

実を図るとともに、母子の健康増進に努めます。 

 

■成果指標■ 

指 標 
現状値 

（H18・H21） 

目標値 

（H26） 
現状値の出典 

乳児死亡数 
2人 

（H18） 
0人 人口動態統計 

周産期死亡数 
15人 

（H18） 
9人以下 人口動態統計 

子どもや母親自身の健康、病気につ

いて行政サービス（相談・助成）を

受けたことのある人のうち、悩みが

解消できた、または役立ったと思う

保護者の割合 

67.9％ 

（H21） 
73％以上 アンケート調査 
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【目標設定事業】 

No 事 業 名 事 業 概 要 ・ 方 向 性 

28 マタニティセミナー ・妊娠・出産のための母体保護に関する知識の普及及び

参加者同士のコミュニケーションの促進を図ります。 

29 はじめまして赤ちゃん事業 ・生後３か月までの乳児がいる家庭を助産師または保健

師が訪問し、様々な不安や悩みを聞き、子育て支援に

関する情報を提供するとともに、親子の心身の状況や

養育環境等を把握し、助言します。 

30 親子よい歯サポート教室 ・むし歯予防に効果があるフッ化物塗布を児童が体験し

さらに親子で歯科検診・ブラッシング実技指導を体験

することにより、正しい磨き方・食生活等むし歯予防・

歯周疾患予防の習慣付けをします。 

31 乳児一般健康診査事業 ・３か月児から１１か月児に対して健康診査を実施し、

発育状況の確認及び疾病・障害等の早期発見及び保護

者の育児不安等を軽減します。 

32 4 か月健康診査 ・３か月児から５か月児とその保護者を対象に総合的健

康診査を実施することにより、乳児の疾病・障害の早

期発見及び保護者の育児不安を軽減します。 

33 ９～10か月児健康診査 ・９か月児から１０か月児を対象に健康診査を実施する

ことにより、発達の遅れや疾病等の異常の早期発見及

び保護者の育児不安等を軽減します。 

34 1 歳 6か月児健康診査 ・１歳６か月児から１歳１１か月児と保護者を対象に総

合的健康診査を実施することにより、幼児の疾病・障

害の早期発見及び保護者の育児不安等を軽減します。 

35 3 歳児健康診査 ・３歳児とその保護者に対して総合的健康診査を実施す

ることにより、幼児の疾病・障害の早期発見及び保護

者の育児不安等を軽減します。 

 

【その他関係事業】 

◇母子健康手帳の交付 

妊娠届受理時に母体から乳幼児までの健康管理記録と保健指導のために交付

します。 

健康課 

◇妊婦一般健康診査事業 

妊婦及び胎児の健康確保のため、医療機関において健康診査を実施します。 
健康課 

◇妊産婦訪問 

妊婦・新生児の健康保持・増進のための援助及び保健指導を実施します。 
健康課 

◇赤ちゃんのしおりの配布 

出生届受理時に各種健診・予防接種の受診票・問診票を一括配布し、事業の周

知と受診の勧奨を図ります。 

健康課 

◇産後ケア事業 

出産後（退院後）の産婦及び新生児で、特に保健指導を必要とする母子を、医

療機関または助産所に一定期間入院（入所）させ、母体の回復や育児不安の軽減

を図ります。 

健康課 
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指   標 実績（H15） 現状値（H20） 目標値（H26） 担当課 

参加者数 

 

1,050人 848人 1,100人 健康課 

訪問率 

 

 

 

３３％ 65％ 100％ 健康課 

開催回数 

 

 

 

未実施 30回 40回 健康課 

受診率 

 

 

78.3％ 74.6％ 83％ 健康課 

受診率 

 

 

95.3％ 99.1％ 100％ 健康課 

受診率 

 

 

85.4％ 87.1％ 90％ 健康課 

受診率 

 

 

91.0％ 96.3％ 100％ 健康課 

受診率 

 

 

90.9％ 96.0％ 100％ 健康課 

 

 

◇健康・育児相談 

健康・育児に関する相談に応じます。 
健康課 

◇特に支援が必要な母子への訪問・相談指導 

心身・環境に問題がある妊産婦・乳幼児とその保護者を対象に不安や悩みを打

ち明ける機会を設け、孤立化を防ぎ、疾病等の早期発見に努め、乳幼児の健やか

な成長発達と保護者等のストレスの軽減を図ります。 

健康課 

◇離乳食講習会 

離乳食の調理実習及び乳幼児の栄養管理講習会を開催します。 
健康課 

◇7～8か月児健康教室 

母親同士のコミュニケーションの促進と乳児期の発達チェックによる障害及

び疾病の早期発見を図ります 

健康課 

◇予防接種の実施 

乳幼児等を対象にワクチンを接種することにより、感染症に対する免疫の獲得

及び発病防止を図ります。 

健康課 
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◇母子保健推進員事業 

看護師等有資格者を母子保健推進員に任命し、乳幼児健康診査及び健康教室の

補助、未受診者への啓発を図ります。 

健康課 

◇むし歯予測試験 

将来的にむし歯になるリスクを発見し、保護者の口腔に対する再認識を図りま

す。 

健康課 

◇フッ化物塗布・洗口の推進 

フッ化物の応用は、むし歯予防に有効な手段の一つであることから、永久歯が

最もむし歯になりやすい小学校就学前から中学校卒業までの間、集団によるフッ

化物洗口を実施するとともに、親子良い歯サポート教室において、フッ化物塗布

の体験を通して啓発していくことにより、定期的なフッ化物応用につなげます。 

健康課 

◇出前講座による歯科保健啓発 

保育所・幼稚園・学校等に出向き、歯科健康教育を実施することにより、児童

等のむし歯・歯肉炎を予防する生活習慣の改善を図ります。 

健康課 

◇乳幼児歯科相談 

乳幼児の口腔に関する心配事等の相談に応じ、児童のむし歯予防や顎の発育等

の健全化を図ります。 

健康課 

◇乳幼児発達健診 

乳幼児健康診査及び健康教室等の結果、精神・行動・言語面等で発達に障害が

あると疑われる児童に対し、医師等の専門スタッフによる診察、指導を実施しま

す。 

健康課 

◇精密健康診査 

各集団健康診査時に疾病等の疑いがあるとされた乳幼児の専門的・医学的検査

を実施します。 

健康課 
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◇経過観察児フォローアップ事業 

臨床心理士、言語聴覚士、作業療法士、発達相談員等の専門スタッフが、発達

に障害を持つと思われる児童の特性を明らかにして、それらの特性を保護者や施

設職員と共有することにより児の持つ個々の能力の発達を促し、社会性を養い、

生活する力を伸ばすことに努めます。 

健康課 

◇すくすく相談、すくすく広場、あそびの教室 

乳幼児の精神運動発達や言語発達について、保護者の疑問や不安について相談

に応じる場を提供し、児に応じた適切な保健指導を行うため、発達相談、経過観

察を実施します。 

さらに、精神発達・運動機能・行動面や親子関係において何らかの問題が懸念

される幼児とその保護者に継続的な集団での課題（あそび）により幼児の発達を

促します。また、保護者の育児上の困難さや不安に対して相談を行うことにより、

保護者が幼児の状態や障害を受け止められるように努めます。 

健康課 

◇2歳児健康教室 

母親同士のコミュニケーションの促進と幼児期の発達チェックによる障害及

び疾病の早期発見を図ります。 

健康課 

 

 

【家庭・地域・事業者に期待する役割】 

家 庭 

・普段から子どもや親の状況を気にかけ、変化に気づく。 

・発達や病気について気軽に相談できる人をつくる。 

・健診等は必ず受診する。 

地 域 ・近所の子どもや親の状況を気にかけ、変化に気づく。 

事業者 ・子どもや親の健康づくりを応援し、協力する。 
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イ 「食育」の推進 

 

 
【現況と課題】 

「食育」という言葉が浸透し、その重要性に対する認識も高まってきています。

学校教育をはじめ、様々な機会を利用しながら食育の具体的実践に向けた取り組

みが求められます。 

市では、平成19年度に「長野市食育推進計画」を策定し、家庭や保育園・幼稚

園、学校における食育の推進に向けた取り組みを示しており、今後もこれらに沿

って着実に実行していくことが必要です。 

 

 

 

 
 
 
【目標設定事業】                         （新＝新規事業） 

No 事 業 名 事 業 概 要 ・ 方 向 性 

36 学校での食育指導 ・学校訪問や社会見学、ＰＴＡ研修会等を含めた食に関

する指導を実施し、食育に関する啓発を実施します。 

37 地産地消における食育の推進 ・「長野市地産地消推進計画」に基づき、子どもたちに食

と農との関わり、郷土料理や食文化等への関心を高め、

食農教育の推進を図ります。 

38 ママのための料理教室 

（健やかな食習慣親子料理教室） 

・家族の食生活の適正化や子どもの健康保持・増進を図

ることを目的に、保健センターにおいて、主として母

親と子どもを対象に、管理栄養士による調理実習や講

話を行い、乳幼児期の成長発達に必要な食事について

学びます。 

39 地域出前講座 

（子育ての食育講座） 

・「我が家から始める食育」をテーマに、子どもたち自身

の「食」に関する知識と「食」を選択していく力を育

てるため、ＰＴＡや育成会、保護者等を対象に、地域

公民館等において出前講座を開催します。 
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【施策の方向性】 

○関係機関との連携により、「食」の重要性に対する意識啓発と合わせて、家庭での

実践を支援する取り組みを推進します。 

○地産地消の推進を中心に、「食」の安全・安心や食材に対する知識の普及を図りま

す。 

■成果指標■ 

指 標 
現状値 

（H21） 

目標値 

（H26） 
現状値の出典 

「食育」の内容を知っていて、何ら

かの実践をしている保護者の割合 
63.9％ 69％以上 アンケート調査 

子どもの食事や栄養について行政

サービス（相談等）を受けたことの

ある人のうち、悩みが解消できた、

または役立ったと思う保護者の割

合 

68.3％ 74％以上 アンケート調査 

 

指   標 実績（H15） 現状値（H20） 目標値（H26） 担当課 

学校での食に関する指導回数 

（学校訪問、社会見学、PTA研修会等） 

1校1回 1校1～2回 1校 3回 

（平均） 

学校教育課 

保健給食課 

長野市農業祭（地産地消PRイベント）参加

者数 

 

未実施 9,500人 12,000人 農政課 

開催箇所数 

参加者数 

 

 

 

未実施 

未実施 

6会場 

49人 

12会場 

1２0人 

健康課 

開催回数 

参加者数 

 

 

未実施 

未実施 

未実施 

未実施 

１０回 

３００人 

健康課 
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【その他関係事業】 

◇食育推進事業 

長野市食育推進審議会を定期的に開催し、食育推進計画（２０年度～２４年度）

の進捗管理等を行うとともに、関係機関の協力を得ながら、市民への食育に関す

る啓発を行うため、食育推進大会の開催及び食育月間における街頭キャンペーン

を実施します。 

健康課 

◇農作業体験を通じた「食」への理解促進 

学校農園での農作業体験等を通じて、食への理解の促進を図ります。 
学校教育課 

◇保育園・幼稚園での食育指導 

日々の保育活動や給食を通じて、食育の推進を図ります。 
保育家庭支援課 
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【家庭・地域・事業者に期待する役割】 

家 庭 

・規則正しい食習慣とバランスのよい食事をとる。 

・地域の食材や食文化、食の安全等について関心を持つ。 

・なるべく家族揃って楽しく食事をする。 

地 域 ・地域に伝わる食文化を伝える。 

事業者 

・提供する食品の安全管理と情報提供を徹底する。 

・地域の食材を使った料理を提供する。 

・農業体験や食育イベント等に協力する。 
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ウ 思春期保健対策の充実 

 

【現況と課題】 

思春期保健については、学校教育が担っている部分が大きく、家庭や地域にお

ける取り組みの推進が課題となっています。 

中高生を対象とした男女共同参画に関するアンケート調査によると、約6割の

生徒が性についての悩みを相談できる人が身近にいないと回答しています。保護

者への正しい知識の普及や子どもに対する接し方等の習得も必要です。 

 

［性についての悩みを相談できる人が身近にいるか］ 

37.3

19.6

55.5

59.0

77.1

40.5

3.6

3.3

4.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全　体

男　子

女　子

いる いない 無回答

 

資料：男女共同参画推進課（平成 19年度 男女がともにつくる社会にむけてのアンケート調査結果） 

 

 

【目標設定事業】 

No 事 業 名 事 業 概 要 ・ 方 向 性 

40 教職員研修の実施（思春期保健） ・市教育センターにおいて、思春期保健に係る教職員研

修講座を開催し、児童生徒指導に当たっての教職員の

専門性を高めていきます。 

 

【その他関係事業】 

◇出前講座、思春期相談、思春期ピアカウンセラーの養成 

思春期から子どもを育てる年齢を中心とした市民に対し、思春期相談や出前講

座による思春期保健健康教室の実施及びピアカウンセラー養成講座の開催によ

り、性の健康についての正しい知識の普及と啓発を図ります。 

健康課 
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【施策の方向性】 

○教育機関および保健機関との連携により、思春期の子どもの心身の健康づくりを

推進します。 

○家庭における思春期保健対策について、保護者に対する正しい知識の普及や問題

への対応方法等の支援に取り組みます。 

 

■成果指標■ 

指 標 
現状値 

（H21） 

目標値 

（H26） 
現状値の出典 

子どもの性の悩みを相談できる窓口

を知っている保護者の割合 
6.4％ 12％以上 アンケート調査 

 

 

 

 

 
 

 

 

指   標 実績（H15） 現状値（H20） 目標値（H26） 担当課 

教育センター思春期保健関係研修参加学校

数 

 

― 27校 全校 

（81校） 

学校教育課 

 

【家庭・地域・事業者に期待する役割】 

家 庭 

・普段からコミュニケーションをしっかりとっておく。 

・思春期の子どもの心と体について学習する。 

・命の大切さや自分を大切にすることを子どもに伝える。 
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エ 小児医療の充実 

 
【現況と課題】 

ニーズ調査結果をみると、医療体制については、医療費の助成対象の拡大を望

む声が多く聞かれており、医療費の増加に対応できる持続可能な給付制度の検討

が必要です。 

また、夜間休日の医療体制の充実を求める意見も多く、その体制強化と合わせ

て、いざというときの対応方法等の情報提供を行っていくことも必要です。 

 
 
 
 
 
【目標設定事業】 

No 事 業 名 事 業 概 要 ・ 方 向 性 

41 福祉医療給付事業 ・小学校就学前の児童に対して、医療機関等で支払った

保険診療の一部負担金を給付する制度で、今後、市民

のニーズ、県の動向等を踏まえつつ、対象範囲の拡大

を図ります。 

 
【その他関係事業】 

◇長野市急病センター管理運営事業 

夜間の軽症な救急患者に対応するため、急病センターを長野市民病院、厚生連

篠ノ井総合病院、厚生連長野松代総合病院に設置し、急患の診療に当たります。 

保・総務課 

◇在宅当番医制事業 

休日及び夜間の軽症な救急患者に対応するため、長野市医師会及び更級医師会

へ委託し、当番制で診療に当たります。 

保・総務課 

◇病院群輪番制病院事業 

休日及び夜間の重症な救急患者に対応するため、長野赤十字病院、厚生連篠ノ

井病院、厚生連松代総合病院、千曲中央病院の四病院による交替制で診療に当た

ります。 

保・総務課 

◇小児初期救急に関する知識の普及 

核家族化に伴う育児不安を払拭する対策として、冊子の配布や小さな子供を持

つ市民を対象にした小児救急講座を実施します。 

保・総務課 

◇救急医療体制に関する情報提供の充実 

市のホームページに情報を掲載するほか、緊急医テレホン案内をします。 
保・総務課 

◇救急法講習会 

公立保育園職員や学校教職員を対象として、各種応急手当等の方法について講

習会を実施します。 

保育家庭支援課 

学校教育課 
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【施策の方向性】 

○いざというときに安心して受診できる救急医療体制の充実を図るとともに、夜間

休日等に受診できる医療機関や相談窓口についての情報提供の充実を図ります。 

○あわせて、状況に応じて迅速かつ的確な対応ができるよう、保護者や教員、保育

士等に対して初期救急に関する知識の普及を図ります。 

○医療費の負担を軽減するため、福祉医療費の助成拡大に努めます。 

■成果指標■ 

指 標 
現状値 

（H21） 

目標値 

（H26） 
現状値の出典 

夜間や休日等に受診できる医療機

関や相談窓口についての情報提供

など、サービスの利便性が高いと思

う保護者の割合 

27.8％ 33％以上 アンケート調査 

 

指   標 実績（H15） 現状値（H20） 目標値（H26） 担当課 

対象児童年齢 

 

 

 

就学前児童 就学前児童 小学生以下 厚生課 

 

◇未熟児養育医療事業 

身体の発育が未熟な状態で出生し入院を必要とする乳児に対し、入院養育に必

要な医療費の一部を給付します。 

健康課 

◇小児慢性特定疾患対策事業 

国の定める小児慢性特定疾患にかかっている児童に対し、当該疾患の治療に要

する医療費の一部または日常生活用具を給付します。 

健康課 

◇未熟児や障害をもった児童への医療給付事業 

未熟児や障害を持った児童に対し、医療等を給付します。 
健康課 

 

【家庭・地域・事業者に期待する役割】 

家 庭 

・かかりつけ医を持つ。 

・夜間・休日に受診できる医療機関を調べておく。 

・初期救急を学び、いざというときに実践できるようにする。 

事業者 

・夜間・休日の医療体制の充実を図る。 

・夜間・休日の医療に関する情報提供をする。 

・医療ニーズに応じた人材や設備の確保に努める。 
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オ 不妊に対する支援 

 
【現況と課題】 

不妊については、夫婦にとって深刻な問題であるとともに、なかなか相談しに

くい問題であり、気軽に相談できる場づくりが求められています。 

また、不妊治療を続けるには多額の経済的負担のほか、家族や職場など周りの

理解も必要となることから、経済的負担の軽減とあわせて、不妊治療に対する理

解促進に向けた取り組みも必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

【関係事業】 

◇不妊治療費助成事業 

特定不妊治療（体外受精・顕微授精）を受けている夫婦に対し、当該治療費の

一部を助成することにより、高額な治療費に対する経済的な負担を図るととも

に、子どもを授かることをあきらめざるを得ない夫婦に対し、不妊治療の機会を

与えます。 

健康課 

◇不妊相談 

不妊に関する悩みに対し、情報提供するとともに、相談者の悩みを受けとめ、

心のケアを図ります。 

健康課 
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【施策の方向性】 

○気軽に相談できる体制の整備と周知を図るとともに、不妊治療や医療機関に関す

る情報提供の充実を図ります。 

○不妊治療にかかる経済的負担の軽減を図ります。 

 

■成果指標■ 

指 標 
現状値 

（H21） 

目標値 

（H26） 
現状値の出典 

不妊に対する支援について行政サー

ビス（相談・助成）を受けたことの

ある人のうち、悩みが解消できた、

または役立ったと思う保護者の割合 

37.5％ 43％以上 アンケート調査 

 

【家庭・地域・事業者に期待する役割】 

家 庭 
・男性も不妊に関する知識と理解を深め、男女が協力し合う。 

・きちんと相談できる相手や医療機関を探す。 

事業者 

・不妊に対する理解を深め、治療が続けられる環境をつくる。 

・医療機関は、不妊治療を適切に行うことができる人材と設備の確保に努

める。 
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基本方針４ 子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備  

ア 次代の親の育成 

 
【現況と課題】 

次代の親を育てるという観点から、長期的な視野に立ち、大人としての自立心

と責任感を養うことが必要です。 

また、少子化や地域における近隣関係の希薄化等により、乳幼児とふれあう機

会が減ってきていますが、ニーズ調査によると、乳幼児とふれあう体験が子育て

に役立ったと感じる親は8割近くおり、子どものころから乳幼児とふれあう機会

の創出を図ることが必要です。 

 
［乳幼児とふれあう体験が子育てに役立ったか］ 

35.9 39.6 24.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

子育てに役立ったと思うか

多いに思う 思う あまり思わない

 
資料：保育家庭支援課（平成20年度 子育て支援に関するニーズ調査結果） 

 
 
【目標設定事業】              （★重点的な取り組み、新＝新規事業） 

No 事 業 名 事 業 概 要 ・ 方 向 性 

★42 職業体験機会の創出 ・中学校において、職場体験学習を通じて、就業意識の

醸成を図ります。 

★43 乳幼児とふれあう機会の提供 ・保育所等において中学生や高校生が乳幼児と触れ合う

機会を提供し、将来の母親・父親の意識づくりを図り

ます。 
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【施策の方向性】 

○様々な体験を通じて、男女が協力して家庭を築くことの大切さへの理解や職業観

の育成を図ります。 

○乳幼児とふれあう機会を充実させ、将来、子どもを産み育てることへのイメージ

の醸成を図ります。 

 

■成果指標■ 

指 標 
現状値 

（H21） 

目標値 

（H26） 
現状値の出典 

子どもが年少の子どもや赤ちゃんと

触れ合う機会が増えていると感じる

保護者の割合 

16.7％ 22％以上 アンケート調査 

 

 

 

 

 

 

指   標 実績（H15） 現状値（H20） 目標値（H26） 担当課 

職場体験学習実施中学校数 

 

全校 

（23校） 

全校 

（23校） 

全校 

（25校） 

学校教育課 

 

受け入れ保育園数 

 

 

― 全園 

（86園） 

全園 

（88園） 

保育家庭支援課 

 

【家庭・地域・事業者に期待する役割】 

家 庭 

・家族全員が協力しあう家庭を築き、将来、家庭をもつことに希望が持て

るようにする。 

・将来の夢について話す機会をつくる。 

地 域 ・近所の子どもが赤ちゃんとふれあうことができる機会をつくる。 

事業者 ・中高生が職場を見学・体験できる機会を積極的に設ける。 
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イ 子どもの生きる力の育成に向けた学校における教育環境等の整備 

 
【現況と課題】 

心の悩み等を抱え不登校となる児童・生徒が増加してきており、児童・生徒の

個々のケースに応じた適切な支援を図っていくことが必要です。 

一方、学校を取り巻く環境も変化し、国の調査によると、保護者等への対応が

増加したと感じる教員が増えるなど、教員の負担感も増加してきており、地域で

学校を支える仕組みも必要となってきています。 

 
 
[不登校児童・生徒の出現率]（再掲） 

3.75 3.83
4.15 3.97

0.42 0.44 0.44 0.46

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

H17 H18 H19 H20

0

1

2

3

4

5

中学校 小学校

 
資料：学校教育課 
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【施策の方向性】 

○児童生徒の基礎学力の向上・定着に取り組むとともに、一人ひとりの発達や個性

に応じた指導をしていきます。 

○特に、県が配置するスクールカウンセラーとの連携や中間教室の充実、教育相談

センターの充実など、児童生徒の心の悩みや問題にきめ細かく対応するための体

制強化を図ります。 

○また、家庭や地域との信頼関係に基づく連携を強化し、様々な体験や学習を通じ

て「生きる力」を育む教育を推進します。 

 

■成果指標■ 

指 標 
現状値 

（H20・H21） 

目標値 

（H26） 
現状値の出典 

不登校児童・生徒 出現率 

小 0.46％ 

（H20） 

中 3.97％ 

（H20） 

小0.32%以下 

中2.73%以下 
学校教育課調べ 

学校が子どもの生きる力を育成する

場となっていると思う保護者の割合 

50.2％ 

（H21） 
56％以上 アンケート調査 

※ 小…小学校 中…中学校 
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【目標設定事業】                    （★重点的な取り組み） 

No 事 業 名 事 業 概 要 ・ 方 向 性 

★44 心の相談の充実と支援体制の推進 ・教育相談センターにおいて、来所、電話相談、学校訪

問指導や家庭訪問を実施するとともに、関係機関と連

携し、子どもたちの悩みや不安の解消に努めます。 

また、不登校児童生徒の居場所である中間教室におい

て、学習指導等を行うとともに、学校復帰に向け支援

します。 

45 教職員研修の実施 ・児童生徒の基礎学力を保障するとともに、生きる力を

育むために必要な指導ができるよう教職員の資質・能

力の向上を図るため、教職員研修の充実を図ります。 

46 外部人材の活用 ・総合的な学習や特別活動の時間において、専門的な知

識・技能をもった地域の人材を講師として招へいし、

地域の伝統を学ぶなど、外部人材を活用した多様な教

育を進めます。 

47 環境教育事業の推進 ・小中学生を対象に環境学習会を開催するとともに、学

校や地域における環境学習のリーダー養成講座を実施

します。 

48 地域との連携等開かれた学校運営の

推進 

・学校評議員制度や学校評価制度などの充実に努め、学

校が保護者や地域住民と連携し、開かれた学校運営を

進めます。 

 

【その他関係事業】 

◇小・中学校基礎学力等の向上 

「全国標準学力調査」及び「生活・学習意識実態調査」を実施し、児童生徒の

学力等の実態を的確に把握の上、学習指導の改善、教育課程の改善に活かし、学

力の向上に努めます。 

学校教育課 

◇道徳教育の充実 

道徳の時間等をおいて、道徳教育の目標に基づき計画的、発展的な指導で、道

徳的価値の自覚を深め、道徳的実践力を育成します。 

学校教育課 

◇学校人権同和教育の推進 

市内の全小中学校を研究指定校とし、研究活動を推進することにより、人権同

和教育の推進を図ります。 

学校教育課 

◇体験学習の推進 

児童生徒に豊かな情操、協調性や生きる力を育むため、自然体験、職場体験な

どの体験学習を引き続き実施します。 

学校教育課 

◇県との連携によるカウンセリングの推進 

犯罪やいじめ、児童虐待等の被害を受けた児童生徒の精神的なダメージを軽減

するため、県で配置しているスクールカウンセラーと連携を図ります。 

 学校教育課 
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指   標 実績（H15） 現状値（H20） 目標値（H26） 担当課 

不登校出現率（小学校） 

不登校出現率（中学校） 

 

 

 

 

0.54％ 

3.15％ 

0.46％ 

3.97％ 

0.32％ 

2.73％ 

学校教育課 

教職員研修の受講率 

 

 

－ 107.8％ 139.6％ 学校教育課 

学校教育活動で活用した外部人材数 

 

 

 

－ 2,011人 3,767人 学校教育課 

環境学習会参加者数 

環境教育指導者養成講座受講者数 

 

321人 

未実施 

89人 

67人 

120人 

100人 

環境政策課 

学校評価の実施学校数 

 

 

― 6校 全校 

（81校） 

学校教育課 

 

【家庭・地域・事業者に期待する役割】 

家 庭 

・子どもの学習意欲を高める。 

・子どもの変化に気づき、悩みを真剣に受け止める。 

・学校や先生とのコミュニケーションを深め、取り組みを理解する。 

地 域 
・知識や技術を活かして学校運営に協力する。 

・学校行事に積極的に参加し、児童・生徒と交流する。 

事業者 ・学校が実施する行事や授業に協力する。 
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ウ 家庭や地域の教育力の向上 

 
【現況と課題】 

ニーズ調査結果をみると、５年前と比べて子どものしつけや教育に悩みや不安

を持つ親が増えてきています。また、家庭教育力の低下を指摘する声もあり、学

校をはじめ、地域の各種組織等との連携により、家庭教育に対する支援の充実を

図ることが必要です。 

公民館等で行われる生涯学習活動においては、主な利用者が高齢者となってお

り、子どもや若い世代の参加が少ない状況です。ニーズ調査でも、家庭教育に関

する学級・講座の認知度や利用度は低く、その周知や利用しやすい実施体制の充

実とともに、指導者やリーダーの育成が必要です。 

 
［日頃の悩みや気にかかること（関連項目抜粋）］ 

43.3

35.3

36.4

41.6

36.1

27.4

30.4

43.6

0 10 20 30 40 50

子どもを叱りすぎている気がする（就学前）

子どもを叱りすぎている気がする（小学生）

子どもの教育に関すること（就学前）

子どもの教育に関すること（小学生）

今回（H20） 前回（H15）

 
資料：保育家庭支援課（平成20年度 子育て支援に関するニーズ調査結果） 

 
［家庭教育に関する学級・講座の利用度・認知度（就学前児童）］ 

17.4

5.1

37.3

78.3

76.8

50.6

18.2

12.2

4.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

知っているか

利用しているか

今後、利用したいか

はい いいえ 無回答

 
資料：保育家庭支援課（平成20年度 子育て支援に関するニーズ調査結果） 
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【施策の方向性】 

○学校や生涯学習の場等において、家庭教育に関する学習機会の充実を図るととも

に、保護者等の参加を促進します。 

○あわせて、地域の指導者やリーダーの育成を図り、子どもたちが地域の中で様々

な体験・交流を通じて自立心や協調性等を学ぶ機会の充実を図ります。 

 

■成果指標■ 

指 標 
現状値 

（H20・H21） 

目標値 

（H26） 
現状値の出典 

子どもを叱りすぎている気がする

と悩む保護者の割合 

前 43.3％ 

小 35.3％ 

（H20） 

前 36%以下 

小 27%以下 
ニーズ調査 

子どもの教育について悩んでいる

（気にかかる）保護者の割合 

前 36.4％ 

小 41.6％ 

（H20） 

前 30%以下 

小 36%以下 
ニーズ調査 

子どもが自然や文化、社会などの体

験をしやすい環境であると考える

保護者の割合 

44.2％ 

（H21） 
50％以上 アンケート調査 

※ 前…就学前児童保護者 小…小学生児童保護者 
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【目標設定事業】                     （★重点的な取り組み） 

No 事業名 事 業 概 要 ・ 方 向 性 

49 家庭教育力向上事業 ・小中学校の児童、生徒の保護者に対して、家庭教育に

関する学習機会や学習情報を提供する場の創出を支援

し、家庭教育力を高めます。 

50 公民館学級講座 ・子育て支援、地域や家庭の教育力を高めるための講座

を、地域の実情を考慮しながら実施します。 

51 みどりの少年団活動の支援 ・みどりの少年団の結成を促進し子供たちの活発な森林

活動を支援します。 

52 森林体験事業 ・森林と林業に対する理解を深めるための森林体験活動

を推進するとともに、子供たちへの森林環境教育を推

進します。 

★53 放課後子どもプランの推進（再掲） ・留守家庭児童に加え、希望児童も対象とする「放課後

子どもプラン」を推進し、放課後等における子どもの

居場所の確保と地域交流を促進します。 

★54 成人指導者養成（再掲） ・子ども会活動に関心を持つ成人を対象に、手作り工作

技能やレクリエーション、青少年育成知識等の研修を

行い、地区行事への派遣により、子ども会活動の活性

化を図ります。 

★55 子ども会リーダー養成（再掲） ・子どもたちの自主性や創造性を養う「子ども会」の子

どもリーダーを地域に育てるために、指導・助言をす

ることができる小学校５年生から高校3年生を対象に

したサブ・ジュニア・シニアの各リーダーを養成し、

育成会行事等に派遣をします。 

56 おひざで絵本事業 ・乳児からの絵本の読み聞かせの大切さなどを伝えなが

ら、保健所主催の７～８か月児健康教室の際に、乳児

及びその保護者に対して絵本を１冊手渡します。 

 

【その他関係事業】 

◇青少年錬成センターの運営（再掲） 

心身ともに健全な、明るく、たくましい青少年の育成を図るための活動拠点と

して、宿泊型体験施設を運営します。 

生涯学習課 

◇図書館事業（再掲） 

「おはなし会」を開催し、幼児・児童向けの絵本の読み聞かせを充実します。 

長野図書館 

南部図書館 

◇少年科学センターの運営（再掲） 

将来を担う子どもたちに科学に関連する機器を展示し、遊びの中に科学する芽

を養い、新鮮な驚きと楽しい雰囲気によって、潜在的興味を喚起できる体験施設

を運営します。 

少年科学センター 

◇母親クラブの活動の推進（再掲） 

児童館等を拠点とし、児童の健全育成のための活動を行うことを目的に、地域

住民が参画して組織する母親クラブの設置を推進します。 

生涯学習課 
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指   標 実績（H15） 現状値（H20） 目標値（H26） 担当課 

講座開催回数 

 

 

0回 13回 113回 生涯学習課 

実施公民館数 

実施回数 

16箇所 

159回 

24箇所 

226回 

全館（27箇所） 

253回 

生涯学習課 

少年団支援数 

 

11団 20団 25団 森林整備課 

参加者数 

 

 

62人 15,317人 20,000人 森林整備課 

実施校区数 

 

 

未実施 4校区 全小学校区 

（5６校区） 

生涯学習課 

延べ受講者数 

 

 

 

93人 78人 100人 生涯学習課 

延べ受講者数 

 

 

 

 

68人 173人 200人 生涯学習課 

絵本配付率 

 

 

未実施 未実施 100％ 生涯学習課 

 

【家庭・地域・事業者に期待する役割】 

家 庭 

・育児やしつけについて、自分の親等に積極的に助言を求める。 

・家庭教育に関する講座に参加する。 

・家族で話し合う機会をつくる。 

地 域 

・子育て家庭に積極的に声をかける 

・子どもがさまざまな体験を通して学ぶことができる機会をつくる。 

・自分が持っている知識や技術を子どもたちに伝える機会をつくる。 

事業者 
・家庭教育に関する情報やサービスを提供する。 

・地域が実施する子育てイベント等を応援し、協力する。 
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エ 子どもを取り巻く有害環境対策の推進 

 
【現況と課題】 

不登校の原因のひとつである「いじめ」について、近年ではインターネットの

Webサイト上で展開されるケースも見られます。携帯電話等で簡易に接続できる

インターネット上の性や暴力等の有害情報と合わせて、学校・行政等の関係機関

と保護者が連携して対応していく必要があります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【関係事業】 

◇長野市青少年保護育成条例に基づく立入調査の実施（再掲） 

長野市青少年保護育成条例に基づく、有害図書類取扱店や自動販売機の設置場

所等への立入調査を実施して、青少年の健全な育成を阻害する恐れのある環境か

ら青少年を保護します。 

少年育成センター 

◇情報モラル教育の推進 

携帯電話やインターネット等における有害情報に起因する少年の非行問題を

中心に相談に対応すると共に、高度情報化社会における正しい判断のし方を学ぶ

機会を創出します。 

学校教育課 
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【施策の方向性】 

○インターネット等のメディアに溢れる性や暴力等の有害情報にできるだけ子ども

が巻き込まれることがないような環境整備を図ります。 

○学校や家庭において、情報社会におけるモラルを学んだり話し合ったりする機会

の創出を図ります。 

○インターネット上におけるトラブルや悩みを気軽に相談できる窓口を設置し、問

題解決に向けた取り組みを実施します。 

 

■成果指標■ 

指 標 
現状値 

（H21） 

目標値 

（H26） 
現状値の出典 

子どもの成長にとって良好な情報環

境が整備されていると感じる保護者

の割合 

16.0％ 21％以上 アンケート調査 

 

【家庭・地域・事業者に期待する役割】 

家 庭 

・子どもが有害な情報に触れないように気をつける。 

・インターネットや携帯電話の使い方のルールを決める。 

・犯罪被害の危険性について子どもに教える。 

地 域 ・有害情報を見つけた場合、関係機関に連絡・通報する。 

事業者 
・健全な成長に影響を与える有害情報をつくらない。 

・子どもが有害情報を得ることができないよう工夫する。 
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基本方針５ 子育てを支援する生活環境の整備  

ア 安全・安心なまちづくりの推進 

 
【現況と課題】 

子育てを支援する生活環境として、特に子どもたちが安全に暮らすことができ

る環境づくりを望む声が多く聞かれます。公園については、毎年、計画的な整備

が実施されていますが、子育て関係団体アンケートなどでは、遊具の安全性や老

朽化など、安全面を危惧する意見も多くあります。 

また、安心して外出できる環境として、子ども連れでも気軽に立ち寄ることの

できる場が求められており、歩道の整備やバリアフリー化の計画的な推進と合わ

せて、子ども連れに対する市民からの理解や外出先での託児サービスなどソフト

面での支援も必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目標設定事業】                        （新＝新規事業） 

No 事 業 名 事 業 概 要 ・ 方 向 性 

57 公園の防犯及び安全対策 ・子どもからお年寄りまで幅広い年代の人々が公園に集

い楽しく安全・快適に憩えるよう、ユニバーサルデザ

イン化の推進や既設遊具の安全点検等、公園利用者の

安全確保に努めます。 

新 58 公共施設等における託児サービスの実施 ・空きスペース等を活用した託児サービス実施に向けて

検討します。 

59 小・中学校耐震補強事業 

 

・耐震診断結果に基づき、優先度に応じた耐震化の目標

年次を定め、計画的な耐震補強事業を推進します。 
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【施策の方向性】 

○子どもや親子が安心して遊ぶことのできる公園等の整備を進めるとともに、地域

住民の協力等により、安心して遊ぶことのできる公園づくりを推進します。 

○安心して外出できる環境づくりをハード・ソフト両面で推進します。 

○特に、市民に対して妊婦や親子連れに対する理解を促進するとともに、公共施設

や商店街、大型商業施設等において空きスペースや空き店舗等を利用した託児サ

ービス等の整備を促進します。 

○安全な道路環境の整備や交通安全施設、防犯施設の整備など、安全面での整備を

計画的に進めます。 

○学校が子どもにとって安全・安心な場所となるよう、施設の耐震強化や不審者対

策、感染症予防といった危機管理対策の充実を図ります。 

 

■成果指標■ 

指 標 
現状値 

（H21） 

目標値 

（H26） 
現状値の出典 

子どもや親が安心して外出できる

環境（子どもの遊び場や公園等）に

なっていると思う保護者の割合 

24.1％ 30％以上 アンケート調査 

学校が子どもにとって安心して過

ごすことのできる場となっている

と思う保護者の割合 

53.6％ 59％以上 アンケート調査 

 

指   標 実績（H15） 現状値（H20） 目標値（H26） 担当課 

都市公園整備面積 

 

 

 

245.63ha 277.37ha 295.48ha 公園緑地課 

事業実施 

 

未実施 未実施 実施 保育家庭支援課 

耐震化率 

 

49％ 65％ 90％ 教・総務課 
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【その他関係事業】 

◇歩道新設事業 

交通量の多い路線や幅員の狭い道路に対して、拡幅改良を行うことにより、歩

車道を分離し歩道を設置します。 

道路課 

◇通学路の整備 

学童の通学途上における交通安全確保向上のため、防護柵設置、区画線整備、

路面のカラー舗装等を実施します。 

道路課 

◇セーフティアップみちづくり事業の推進 

主に小中学生に対し、通学途上の交通安全を確保するため、カラー舗装、ゆず

りあい標識設置、イメージハンプ等の整備を実施します。 

道路課 

◇交通安全施設の整備 

見通しの悪い交差点等にカーブミラーを設置します。また、安全な交通確保の

ため、道路標識や街路灯を設置します。 

道路課 

◇交通事故防止対策事業 

地域住民主体による細街路への白線塗布を実施し、安全で安心して外出できる

やさしいまちづくりを推進します。 

交通政策課 

◇防犯灯設置事業・防犯灯維持管理事業（電気料）の補助 

区が設置する防犯灯の設置に要する経費及び維持管理に要する経費（電気料

金）に対し補助します。 

地域振興課 

◇ユニバーサルデザインの促進及びシックハウス（室内空気汚染）対策 

全ての人が安全で安心して利用できるユニバーサルデザインの理念を尊重し

た、公共建築物の整備を進めます。 

建築課 

◇道路の交差部における歩車道の段差解消 

誰もが歩行しやすい歩行空間づくりのため、歩道巻込み部の段差解消や視覚障

害者の通行を補助するガイドを設置します。 

道路課 

◇人にやさしいまちづくり事業の推進 

全ての人が安全かつ容易に利用できる建築物等の整備について指導・助言をし

ます。 

建築指導課 

◇住宅等の耐震化の促進 

長野市耐震改修促進計画に基づき、住宅等の耐震化率の向上を目指します。 
建築指導課 

◇公共交通活性化 

交通不便地域において循環バスを運行し、安全で安心して外出できるやさしい

まちづくりを推進します。 

交通政策課 

◇公衆トイレの整備 

公衆トイレの設備を改善し、子育てに利用しやすく、安全に配慮した設備を整

備します。 

衛生センター 

◇保育園施設整備促進事業 

老朽化した園舎の改築や改修、耐震化などの施設整備を促進し、子どもたちの

安全確保と保育環境の整備を図ります。 

保育家庭支援課 
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◇学校施設の整備 

児童生徒の増加に伴う校舎の増築や耐震性が確保されていない建物、老朽化し

ている建物等の改築を計画的に実施します。 

教・総務課 

◇学校施設のシックハウス対策 

建築基準法に基づくシックハウス対策（建材の使用規制、換気設備の設置等）

及び学校環境衛生の基準に基づく臨時環境衛生検査（ホルムアルデヒド等６物

質）を実施します。 

教・総務課 

◇学校の危機管理マニュアルの整備 

各学校単位で作成している危機管理マニュアルについて、社会情勢の変化や学

校の実情に応じて随時見直しを行い、危機事象発生時の児童生徒の安全確保に努

めます。 

学校教育課 

 
 

【家庭・地域・事業者に期待する役割】 

家 庭 

・住宅の耐震性を確認し、耐震化をすすめる。 

・危ない道路や公園を確認し、使わないようにする。 

・遊具の安全な使い方を子どもに教える。 

地 域 
・危険な道路や遊具を見つけたら市役所に連絡する。 

・遊具の危ない使い方を見かけたら注意する。 

事業者 
・駐車場や社屋、店舗等になるべく死角をつくらない。 

・親子連れや妊婦に配慮した空間づくりに努める。 
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基本方針６ 子ども等の安全の確保  

ア 子どもの交通安全を確保するための活動の推進 

 
【現況と課題】 

交通安全意識については、子どものころの体験が心に残るとの指摘もあり、引

き続き、小中学校での交通安全教育を推進するとともに、あわせて運転者等への

意識啓発を進めていく必要があります。 

 
 

［交通事故発生件数の推移（中学生以下）］ 

175
190

136 144
161

0

50

100

150

200

Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19

 
資料：交通政策課 

【目標設定事業】 

No 事 業 名 事 業 概 要 ・ 方 向 性 

60 交通安全教育の実施 ・保育園や学校、地域等で行う交通安全教室等へ講師派

遣及び教材の貸し出しを行い、交通安全に関する正し

い知識と交通習慣を身に付けるため指導を行うほか、

小学生低学年用と高学年用の交通安全読本を作成・配

布し、学校や家庭での意識啓発を図ります。 

 

【その他関係事業】 

◇交通安全推進フェアの開催 

交通安全を呼びかける交通安全推進フェアを開催し、交通事故の防止に向けた

交通安全に対する正しい知識の普及と意識啓発を図ります。 

交通政策課 
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【施策の方向性】 

○子どものころから交通安全意識を醸成するため、小中学校における交通安全教育

を推進します。 

○あわせて、自転車や自動車運転者に対する交通安全意識の啓発と正しい知識の普

及を図ります。 

 

 

■成果指標■ 

指 標 
現状値 

（H19） 

目標値 

（H26） 
現状値の出典 

中学生以下の交通事故発生件数 161件 120 件以下 交通政策課調べ 

 

 

 

 

 

 

 

 

指   標 実績（H15） 現状値（H20） 目標値（H26） 担当課 

講師派遣回数 

 

 

 

 

82回 151回 180回 交通政策課 

 

【家庭・地域・事業者に期待する役割】 

家 庭 
・子どもに交通ルールを教え、親もきちんと守る。 

・チャイルドシートや自転車ヘルメットの着用などの安全用具をつける。 

地 域 ・自動車や自転車を運転する際、子どもの動向に気を付ける。 

事業者 
・自動車や自転車を運転する際、子どもの動向に気を付ける。 

・交通安全活動に協力する。 
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イ 子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進 

 
【現況と課題】 

近年は不審者が多く、子どもが犯罪に巻き込まれないか不安に感じる親も多く

なっています。子どものみとなる登下校時や放課後などは地域全体で子どもの安

全を見守る体制づくりが必要です。 

また、国の統計によると、近年、インターネットを利用した犯罪も増加してき

ており、子どもが犯罪被害に遭わないためにも家庭や関係機関の連携による対策

とあわせて、子ども自身が犯罪に巻き込まれないような対応を身に付けていくこ

とが必要です。 

 

 
 

 
【目標設定事業】                         

No 事 業 名 事 業 概 要 ・ 方 向 性 

61 不審者情報の共有 ・不審者情報、危害獣出没情報を、学校安心・安全ネッ

トワークで配信し、学校、保護者等の関係者で迅速に

共有し、被害の防止に努めます。 

 

【その他関係事業】 

◇学校の危機管理マニュアルの整備（再掲） 

各学校単位で作成している危機管理マニュアルについて、社会情勢の変化や学

校の実情に応じて随時見直しを行い、危機事象発生時の児童生徒の安全確保に努

めます。 

学校教育課 

◇防犯パトロール活動の促進 

青色回転灯を支所庁用車へ装備し、地区が実施する自主防犯パトロールを支援

するとともに、犯罪のないすみよいまちづくりに努めます。 

地域振興課 

◇情報モラル教育の推進（再掲） 

携帯電話やインターネット等における有害情報に起因する少年の非行問題を

中心に相談に対応するとともに、高度情報化社会における正しい判断のし方を学

ぶ機会を創出します。 

学校教育課 
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【施策の方向性】 

○関係機関が連携し、防犯に関する情報提供、情報共有を促進することで、家庭・

地域・学校等における自主的な防犯活動を促進します。 

○子どもを対象に、自らを守るための知識や行動を習得するための機会の充実を図

ります。 

 

■成果指標■ 

指 標 
現状値 

（H21） 

目標値 

（H26） 
現状値の出典 

地域における防犯活動が活発であ

ると感じる保護者の割合 
38.2％ 44％以上 アンケート調査 

 

 

指   標 実績（H15） 現状値（H20） 目標値（H26） 担当課 

安心・安全ネットワークの加入率 

 

 

未実施 55％ 70％ 学校教育課 

 

【家庭・地域・事業者に期待する役割】 

家 庭 

・子どもとの外出時はなるべく目を離さないようにする。 

・不審者への対応や逃げ方など、身を守る方法を子どもに教える。 

・犯罪の危険性を子どもに教える。 

地 域 
・子どもだけで歩いたり遊んだりしていたら気にかける。 

・防犯パトロールなど子どもの見守り活動に参加する。 

事業者 ・犯罪を助長する環境等をなくす取り組みをすすめる。 
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ウ 被害に遭った子どもの保護の推進 

 
【現況と課題】 

犯罪やいじめ等の被害にあった子どもは心身に大きな傷を負い、そのことを誰

にも相談できずにいる場合もあります。特に、最近はインターネットや携帯サイ

トによるいじめなど、発覚しにくいケースも多く、被害にあった子どもが勇気を

出して話すことができる相談相手が必要です。 

 

 

 

  

 

 

 

【目標設定事業】                     （★重点的な取り組み） 

No 事 業 名 事 業 概 要 ・ 方 向 性 

★62 心の相談の充実と支援体制の推進

（再掲） 

・教育相談センターにおいて、来所、電話相談、学校訪

問指導や家庭訪問を実施するとともに、関係機関と連

携し、子どもたちの悩みや不安の解消に努めます。 

また、不登校児童生徒の居場所である中間教室におい

て、学習指導等を行うとともに、学校復帰に向け支援

します。 

 

【その他関係事業】 

◇県との連携によるカウンセリングの推進（再掲） 

犯罪やいじめ、児童虐待等の被害を受けた児童生徒の精神的なダメージを軽減

するため、県で配置しているスクールカウンセラーと連携を図ります。 

学校教育課 

◇情報モラル教育の推進（再掲） 

携帯電話やインターネット等における有害情報に起因する少年の非行問題を

中心に相談に対応するとともに、高度情報化社会における正しい判断のし方を学

ぶ機会を創出します。 

学校教育課 
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【施策の方向性】 

○犯罪やいじめ等により被害を受けた子どもの精神的ダメージを軽減し、立ち直り

を支援するため、子どもに対するカウンセリングや保護者への助言など、県と連

携しながら取り組みます。 

 

■成果指標■ 

指 標 
現状値 

（H21） 

目標値 

（H26） 
現状値の出典 

犯罪やいじめの被害にあった場合

に相談できる窓口や支援内容を知

っている保護者の割合 

53.5％ 59％以上 アンケート調査 

 

 

指   標 実績（H15） 現状値（H20） 目標値（H26） 担当課 

不登校出現率（小学校） 

不登校出現率（中学校） 

 

 

 

 

0.54％ 

3.15％ 

0.46％ 

3.97％ 

0.32％ 

2.73％ 

学校教育課 

 

【家庭・地域・事業者に期待する役割】 

家 庭 
・家族は被害に遭った子どもを全力で支える。 

・信頼できる人や機関に相談する。 

地 域 ・必要以上に情報を他人に伝えない。 
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基本方針７ 要保護児童などへのきめ細かな取り組みの推進  

ア 児童虐待防止対策の充実 

 
【現況と課題】 

児童虐待については、その行為が密室等で行われている場合が多く、早期発見・

早期対応が困難な場合も多くなっています。 

また、虐待する側においても、どのように育ててよいか分からない、子育ての

孤立化、育児ストレス等の問題を抱えているケースも多いことから、虐待の早期

発見・早期対応とあわせて、孤立化防止や相談体制の強化等により、虐待を防ぐ

取り組みも必要です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【目標設定事業】              （★重点的な取り組み、新＝新規事業） 

No 事 業 名 事 業 概 要 ・ 方 向 性 

★63 長野市要保護児童対策協議会の運営 ・組織体制を充実し、関係機関による連携・情報共有を

推進することで、児童虐待の早期発見・早期対応を図

ります。 

★64 児童相談体制の充実（再掲） ・虐待通報への対応、関係機関との連絡調整、個別ケー

スに対する状況把握等をより積極的に行うため、保健

師など専門職の配置や相談員の増員を検討します。 

★65 養育支援訪問事業（再掲） ・要支援児童等の居宅において、保健師等による技術支

援や育児支援訪問員による育児や家事支援等を実施し

ます。 

★ 66 児童虐待に対する専門性の向上 ・児童関係者に対して、虐待について理解し、対処方法

等を学ぶための研修会等を開催し、虐待に関する知識

の普及を図ります。 

★新 

67 

児童虐待防止法の周知 ・市民が虐待について理解し、その疑いがある場合に通

報してもらうため、全戸対象のチラシ配布により周知

を図ります。 
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【施策の方向性】 

○様々な機会を通じて支援を必要とする家庭の把握に努め、関係機関が連携して状

況に応じた適切な支援を行うとともに、虐待が発見された場合に、子どもの安全

を最優先とした迅速な対応が取れる体制を確立します。 

○あわせて、関係者や市民に対し、虐待に対する理解促進や児童虐待防止法の趣旨

についての周知を図り、通報による早期発見につなげます。 

○家庭訪問等の充実を図り、子育ての孤立化を防ぐとともに、虐待に対する認識を

高め、虐待の未然防止に努めます。 

 

■成果指標■ 

指 標 
現状値 

（H20・H21） 

目標値 

（H26） 
現状値の出典 

子どもに対して手をあげたり世話を

しなかったりする保護者の割合 

前 9.3％ 

小 3.7％ 

（H20） 

前 7%以下 

小 2％以下 
ニーズ調査 

虐待と思われる場面を見聞きした場

合に市役所や児童相談所等に通報し

た保護者の割合 

11.0％ 

（H21） 
16％以上 アンケート調査 

※ 前…就学前児童保護者 小…小学生児童保護者 

 

指   標 実績（H15） 現状値（H20） 目標値（H26） 担当課 

実務担当者会議開催回数 

 

 

未実施 2回 6回 保育家庭支援課 

専門職の配置 

相談員数 

 

未実施 

2人 

 

未実施 

2人 

実施 

４人 

保育家庭支援課 

要支援家庭に対する支援実施率 

 

 

未実施 一部実施 100％ 保育家庭支援課 

児童委員・保育園・学校等への研修開催回数 

 

 

未実施 1回 3回 保育家庭支援課 

全戸へのチラシの配布 

 

 

未実施 未実施 年 1回 保育家庭支援課 
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【その他関係事業】 

◇民生・児童委員、主任児童委員活動の促進 

民生・児童委員及び主任児童委員の虐待への対応力向上のための研修内容見直

し、地域や学校等の関係者との情報交換や協力体制等の強化を図ります。 

厚生課 

◇母子生活支援施設の運営 

ＤＶを目撃することも児童虐待となるため、ＤＶ被害を受けた母子の生活を支

援する施設を継続的に運営します 

保育家庭支援課 
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【家庭・地域・事業者に期待する役割】 

家 庭 

・ひとりだけで抱え込まず、家族が協力して育児を行う。 

・虐待についての認識を深める。 

・子どもの発達過程に関する知識を学ぶ。 

・ストレスを感じたら積極的にリフレッシュする。 

・悩みを言い合える仲間を見つける。 

地 域 

・虐待が疑われる状況を発見した場合、市または児童相談所等に通報する。 

・近所の親子に積極的に声をかける。 

・子育て家庭同士が交流し、仲間をつくることができる場をつくる。 

事業者 

・虐待が疑われる状況を発見した場合、市または児童相談所等に通報する。 

・虐待に関する知識を得ることができる機会や情報を提供する。 

・虐待防止に向けた活動やイベントを応援し、協力する。 
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イ 母子家庭等の自立支援の推進 

 
【現況と課題】 

母子世帯数は増加傾向にあります。資金面での支援とともに、経済的自立支援

をはじめ、母子家庭の自立を支える環境整備が必要です。 

一方、父子家庭も割合は低いものの増加傾向にあり、近年の経済不況等の影響

で父子家庭がおかれている状況も厳しいことから、ニーズに応じた支援が必要に

なってきています。 

 

 

 

 

 

 

【目標設定事業】 

No 事 業 名 事 業 概 要 ・ 方 向 性 

68 特定求職者雇用促進奨励金制度（再

掲） 

・特定求職者（若年者、障害者、母子家庭の母等）の常

用雇用の促進を図るため、事業主に奨励金を交付しま

す。 

 

【その他関係事業】 

◇自立支援教育訓練給付金事業 

母子家庭の母が自立のために受ける教育訓練の受講料の一部を支給します。 
保育家庭支援課 

◇高等技能訓練促進費事業 

母子家庭の母が就職の際に有利な資格を取得するため、養成機関で修業する期

間のうち、一定期間について訓練促進費を支給します。 

保育家庭支援課 

◇母子相談員の設置 

配偶者のいない女性で、児童を扶養している人及び寡婦の生活相談、自立支援

等の各種相談に応じて、悩み事の解決や自立を図ります。 

保育家庭支援課 

◇児童扶養手当の支給 

18歳までの児童を養育しているひとり親または養育者に、児童扶養手当を支

給します。 

保育家庭支援課 

◇母子寡婦福祉資金の貸付 

母子及び寡婦福祉法に基づき、母子及び寡婦家庭の経済的自立、福祉増進を図

るための資金を貸付けます。 

保育家庭支援課 

◇母子家庭等児童への通学費援護金の支給 

通学定期を購入して鉄道及び路線バスで高等学校へ通学している児童がいる

母子家庭の母親へ通学費の半額を支給します。 

保育家庭支援課 

◇母子休養ホームの運営 

孤立しがちな母子家庭や寡婦同士の交流機会を設ける場所として、母子休養ホ

ームを管理運営します。 

保育家庭支援課 
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【施策の方向性】 

○資金的な支援とあわせ、生活相談や就労支援など自立に向けた支援の充実を図り

ます。 

○特に、母子家庭の就職支援については、その制度の周知を図り、利用を促進しま

す。また、父子家庭の状況を把握し、ニーズに応じた支援を講じます。 

 

 

■成果指標■ 

指 標 
現状値 

（H21） 

目標値 

（H26） 
現状値の出典 

長野市がひとり親家庭（母子家庭・

父子家庭）にとって自立しやすい地

域だと思う保護者の割合 

13.1％ 19％以上 アンケート調査 

 

指   標 実績（H15） 現状値（H20） 目標値（H26） 担当課 

交付件数 

 

 

14件 8件 20件 産業政策課 

 

 

◇一日父親・母子休養事業 

夏期の海水浴を通じ、日頃からレクリエーションの機会に恵まれない母子家庭

等に、親子のふれあいと交流の機会を提供します。 

保育家庭支援課 

◇母子生活支援施設の運営（再掲） 

母子家庭等で支援を要する母子を入所させ、保護するとともに、自立促進のた

めの指導や支援をします。 

保育家庭支援課 

◇長野市遺児等激励金給付事業 

父又は母が死亡し、又は重度の障害者となった児童の保護者に激励金を支給し

ます。 

保育家庭支援課 

 

【家庭・地域・事業者に期待する役割】 

家 庭 
・母子家庭等への支援に関する情報を収集し、活用する。 

 

事業者 
・母子家庭の母親の就業の場を確保する。 

・多様な働き方ができるよう職場環境を整備する。 
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ウ 障害児施策の充実 

 
【現況と課題】 

障害者手帳を所持する子どものほか、発達障害など特別な支援が必要な子ども

も増えてきており、制度上確立された福祉サービスのみならず、一人ひとりの状

況に応じた支援と社会参加や自立に向けた取り組みが求められています。 

支援が必要な子どもを地域全体で支えていくためにも、障害について理解して

いくことが必要です。 

 
［18歳未満の障害者手帳所持者数］ 

283 289 295 300 303

572
607

642 656 675

10 10

7

0
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400
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身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者保健福祉手帳

資料：障害福祉課 

 
［特別支援学校・学級児童数］ 

205 211 222
249 263

114
159 176 180 172

410
438

491
464

479

0
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Ｈ15 Ｈ16 Ｈ17 Ｈ18 Ｈ19

小学校特別支援学級児童数 中学校特別支援学級生徒数 特別支援学校児童・生徒数

資料：学校教育課（学校基本調査結果） 
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【施策の方向性】 

○障害福祉サービスの充実及び経済的負担の軽減を図るとともに、社会的自立に向

けた支援の充実を図ります。 

○市民の障害に対する理解を深め、共に地域で暮らしていくことができる環境づく

りを推進します。 

 ○保護者や関係者と連携を図りながら、一人ひとりの状況に応じた支援の充実を図り

ます。 

 

■成果指標■ 

指 標 
現状値 

（H21） 

目標値 

（H26） 
現状値の出典 

障害のある子どもを育てていく上

で、これからも長野市で暮らしてい

くことに希望が持てる保護者の割合 

27.2％ 33％以上 アンケート調査 
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【目標設定事業】                        （新=新規事業） 

No 事 業 名 事 業 概 要 ・ 方 向 性 

69 ケアプランナーの育成と設置 ・障害児やその家族の相談を受け、福祉サービス利用の

具体的な計画を作成し地域での生活を支援します。 

70 障害児自立サポート事業 ・在宅の障害児の生活の自立を支援し、保護者の介護に

係る負担軽減を図るため放課後休日の支援・外出の支

援をします。 

71 特定求職者雇用促進奨励金制度（再

掲） 

・特定求職者（若年者、障害者、母子家庭の母等）の常

用雇用の促進を図るため、事業主に奨励金を交付しま

す。 

72 特別支援教育の充実 ・障害のある児童生徒一人ひとりの教育的ニーズを把握

し、生活や学習上の困難を改善又は克服するために、

特別支援教育支援員を配置するなど必要な指導や支援

をします。 

73 障害者（児）施設医療ケア事業 ・在宅の重症障害児に通所施設において医療ケアを行う

ために看護師等を確保した場合に助成をします。 

74 短期入所行動障害児援護事業 ・強度行動障害のある障害児を短期入所施設で預かり保

護者の介護負担の軽減を図るため加配した職員の経費

の一部を負担します。 

 

【その他関係事業】 

◇在宅サービスの充実 

在宅でホームヘルパーが介護や家事などの日常生活を援助します。 
障害福祉課 

◇日中活動の場の確保・充実 

児童ディサービスにおいて日常生活における基本的な動作の指導や集団生活

への適応訓練をします。 

障害福祉課 

◇施設入所サービスの充実 

18歳未満の身体障害児又は知的障害児で、介護が必要な児童を介護者が介護

ができない場合、短期間施設に入所して介護します。 

障害福祉課 

◇障害児保育促進事業 

保育園において障害を持つ児童を受け入れます。 
保育家庭支援課 

◇障害児保育料補助事業 

身体障害者手帳、療育手帳の交付を受けている児童を保育所に通所させている

者に保育料の補助をします。 

障害福祉課 

◇重度心身障害児福祉年金の給付 

基準日において、市内に６か月以上居住している20歳未満の障害児の保護者

に、障害の程度により福祉年金を支給します。 

障害福祉課 

◇特別児童扶養手当の支給 

国民年金法別表１・２級程度の障害のある児童の養育者に毎月、特別児童扶養

手当を支給します。 

障害福祉課 

◇障害児福祉手当の支給 

身体障害者手帳１級及び２級の一部並びに療育手帳の一部に該当する者に、障

害児福祉手当を支給します。 

障害福祉課 
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指   標 実績（H15） 現状値（H20） 目標値（H26） 担当課 

ケアプランナー数 

ケアプラン作成数 

２人 

－ 

81人 

928件 

90人 

9９0件 

障害福祉課 

利用者数 

 

 

165人 443人 600人 障害福祉課 

交付件数 

 

 

14件 8件 20件 産業政策課 

特別支援教育支援員の配置学校数 

特別支援連携会議の開催回数 

 

 

未実施 

未実施 

60校 

3回 

全校（81校） 

12回 

学校教育課 

利用者数 

 

未実施 8人 12人 障害福祉課 

利用回数 

 

 

未実施 540泊 600泊 障害福祉課 

 

 

◇障害児日常生活用具の給付 

在宅の重度身体障害児・重度知的障害児に対し日常生活の便宜を図るための用

具を給付します。 

障害福祉課 

◇障害児補装具の交付 

18歳未満の身体障害児へ身体機能を補い、自立と社会参加を促進するため補

装具を交付します。 

障害福祉課 

◇未熟児や障害をもった児童への医療給付事業（再掲） 

未熟児や障害を持った児童に対し、医療等を給付します。 
健康課 

◇長野市遺児等激励金給付事業（再掲） 

父又は母が死亡し、又は重度の障害者となった児童の保護者に激励金を支給し

ます。 

保育家庭支援課 

◇ケア会議・支援会議の開催 

福祉（療育コーディネーター、相談支援専門員、ケアプランナー等）、医療、

教育関係者と保護者が障害児やその家族に必要な支援について検討します。 

障害福祉課 

 

【家庭・地域・事業者に期待する役割】 

家 庭 
・障害についての正しい知識と理解を深める。 

・障害児に対する支援やサービスの情報を収集し、積極的に活用する。 

地 域 
・障害に対する理解を深め、偏見をなくす。 

・障害のある子どもと触れ合う機会に積極的に参加する。 

事業者 ・障害のある子どもが暮らしやすい空間づくりを推進する。 
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エ 外国籍児童への支援 

 
【現況と課題】 

現在、市内の外国人児童・生徒は、小学生で100名前後、中学生で50名前後

在籍しています。グローバル化の進展とともに、市内の外国人登録者数もここ数

年は増加傾向にあり、今後も外国人児童・生徒の増加が予想されることから、必

要な支援の充実を図る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

【目標設定事業】 

No 事 業 名 事 業 概 要 ・ 方 向 性 

75 外国籍等児童生徒教育 ・外国籍や帰国児童生徒の日常生活や学校生活への適応

を図るため、小中学校へ日本語指導員を派遣し、日本

語の指導や生活面に関わる相談・支援をします。 

76 中国帰国者への相談窓口の開設と生

活指導員の配置 

・早期に自立・定着できるよう、中国帰国者を対象と

して各種相談等を受け、問題解決のための適切な指導

を実施するとともに、中国帰国者が多数居住する地区

毎に生活指導員を配置し、小・中学校からの連絡、通

知等の通訳や日常生活等における諸問題に関する相談

に応じ、必要な助言、指導をします。 
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【施策の方向性】 

○関係機関と連携しながら、援助が必要な家庭を把握し、ニーズに応じた支援の充

実を図ります。 

 

 

■成果指標■ 

指 標 
現状値 

（H21） 

目標値 

（H26） 
現状値の出典 

援助が必要な人に対してニーズに応

じた支援が行われていると思う保護

者の割合 

22.4％ 28％以上 アンケート調査 

 

 

指   標 実績（H15） 現状値（H20） 目標値（H26） 担当課 

日本語指導員母語対応率 

 

 

― 98％ 100％ 学校教育課 

生活指導員数 

 

 

 

 

 

12人 

 

12人 

 

15人 

 

厚生課 

 

【家庭・地域・事業者に期待する役割】 

地 域 ・外国人の親子にも積極的に声をかける。 

事業者 ・外国人向けパンフレットなどで情報を提供する。 
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第５章 計画の推進 
 

１ 計画の推進体制 

関係各課による庁内組織及び地域の関係機関・団体や学識経験者等で構成される庁

外組織を設置し、多様な意見・要望等を計画推進に反映させるとともに、施策展開に

おいて連携した取り組みを推進します。 

 

■ 長野市次世代育成支援行動計画推進等委員会（庁内組織） 

計画にかかる関係各課により組織し、改善すべき課題を共通認識しながら効果

的な施策展開を図ります。 

・連携による事業の推進 

・計画の進捗状況の確認・評価 

・計画の見直し        など 

 

■ 長野市次世代育成支援対策協議会（庁外組織） 

関係機関・団体及び学識経験者等で構成し、事業の進捗状況及び施策の成果を

確認、評価するとともに、計画の推進にあたって市に意見や要望、提言をします。 

・計画の進捗状況の確認・評価 

・計画推進に対する意見・要望・提言 など 

 

■ 長野市子育て支援事業所連絡協議会（庁外組織） 

市内の経済団体等で構成し、子育てにやさしい職場環境づくりの推進に向けて

市と意見交換しながら連携した施策推進を図ります。 

・事業所に対する意識啓発など市と連携した取り組み など 

 

■ 市民・地域・事業所等 

各種アンケート調査への回答や意見交換の場への参加など、様々な機会を通じ

て子育ての実態や意向・要望を市に伝えるとともに、各家庭や事業所における主

体的な取り組みをします。 

・アンケート調査への回答 

・家庭・事業所等における主体的な取り組み など 
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２ 進捗状況の点検・評価 

計画の推進に当たっては、「長野市次世代支援行動計画推進等委員会」により年度

ごとに事業実施状況及び目標達成度を確認し、内部評価を行うとともに、「長野市次

世代育成支援対策協議会」において外部評価を行い、評価結果を計画の推進に反映さ

せていきます。 

また、評価結果についてホームページ等を通じて市民・地域・事業者等に公表し、

意見を聴取することで、実効性の確保と協働による計画推進を図ります。 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＡCT 

・評価結果を踏まえた 

改善策の検討 

（計画の見直し） 

 

 

・事業実施の進捗状況 

ＰLAN 

・基本理念 

・基本方針・基本施策 

・目標設定事業 

・その他関係事業 
ＤO 

ＣHECK 

・成果指標の達成度 

・担当各課による事業実施 

・家庭・地域・事業者 

による取り組み 

・外部組織による評価 

市民・地域・事業者等 

公 表 意 見 
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資 料 編 

 

１ 成果指標の設定根拠 

指  標 
現状値 

（ H21年度 ） 

目標値 

（ H26年度 ） 
参考値 目標値の設定根拠 

計画全体の目標 

子育てが「楽しい」と感じる

保護者の割合 

前74.1％ 

小 71.7％ 

（H20） 

前 80％以上 

小77％以上 
－ 

ニーズ調査 

一律5％を適用（少数点以下は切り上げ） 

子育てに「非常に不安や負担

を感じる」保護者の割合 

前10.1％ 

小 9.9％ 

（H20） 

前５％以下 

小４％以下 
－ 

ニーズ調査 

一律5％を適用（少数点以下は切り捨て） 

長野市の合計特殊出生率 
1.43 

（H15-19） 

1.50 

（H20-24） 

全国1.31 

県 1.50 

（H15-19） 

市 1.50 

（H10-14） 

県およびH10-14の市の数値を目指す 

基本方針１ 職業生活と家庭生活との両立の推進 

生活時間の優先度における

希望と現実とのギャップ 

23.9％ 

（H20） 
18％以下 － 

ニーズ調査 

一律5％を適用（少数点以下は切り捨て） 

子育てに関し「配偶者の協力

が少ない」と回答した保護者

の割合 

前 13.4％ 

小 10.7％ 

（H20） 

前 12%以下 

小9%以下 

前12.2% 

小 9.1% 

（H15） 

ニーズ調査 

少なくとも前回（H15）調査以下を目標とす

る 

保育サービスが利用できな

いことが理由で就労希望が

ありながら働いていない保

護者の割合 

10.6％ 

（H20） 
5%以下 － 

ニーズ調査 

一律5％を適用（少数点以下は切り捨て） 

仕事と子育ての両立が図ら

れていると感じる保護者の

割合 

59.5％ 65％以上 － 
アンケート調査 

一律5％を適用（少数点以下は切り上げ） 

保育所待機児童数 
0人 

（H20） 
0人 － 引き続き「0」を継続する 

基本方針２ 地域における子育ての支援 

地域の子育て支援サービ

ス・施設が利用しやすいと感

じる保護者の割合 

21.8％ 27％以上 － 
アンケート調査 

一律5％を適用（少数点以下は切り上げ） 

地域に相談できる相手（場

所）がいる（ある）保護者の

割合 

91.2％ 97％以上 － 
アンケート調査 

一律5％を適用（少数点以下は切り上げ） 

放課後子どもプランは、放課

後等における児童の安全・安

心な居場所の確保に役立っ

ていると思う保護者の割合 

74.2％ 80％以上 － 
アンケート調査 

一律5％を適用（少数点以下は切り上げ） 

放課後子どもプランは、世代

間や子ども同士の交流、体験

機会の充実につながってい

ると感じる保護者の割合 

61.8％ 67％以上 － 
アンケート調査 

一律5％を適用（少数点以下は切り上げ） 
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指  標 
現状値 

（ H21年度 ） 

目標値 

（ H26年度 ） 
参考値 目標値の設定根拠 

子ども会育成会などの地域

活動において、子どもが主体

的にかかわっている姿が見

られると感じる保護者の割

合 

26.5％ 32％以上 － 
アンケート調査 

一律5％を適用（少数点以下は切り上げ） 

子育てに関する「サービスの

内容がわからない」と回答し

た保護者の割合 

前 11.4％ 

小  7.0％ 

（H20） 

前 6%以下 

小6%以下 

前15.6% 

小 6.4% 

（H15） 

ニーズ調査 

就学前児童は一律5％を適用（少数点以下は

切り捨て） 

小学生は少なくとも前回（H15）調査以下を

目標とする 

基本方針３ 母性並びに乳児及び幼児等の健康の確保及び増進 

乳児死亡数 
2人 

（H18） 
0人 

6人 

（H16） 

人口動態統計 

H16からH18の減少傾向から算出 

周産期死亡数 
15人 

（H18） 
9人以下 

20人 

（H16） 

人口動態統計 

H16からH18の減少傾向から算出 

子どもや母親自身の健康、病

気について行政サービス（相

談・助成）を受けたことのあ

る人のうち、悩みが解消でき

た、または役立ったと思う保

護者の割合 

67.9％ 73％以上 － 
アンケート調査 

一律5％を適用（少数点以下は切り上げ） 

「食育」の内容を知ってい

て、何らかの実践をしている

保護者の割合 

63.9％ 69％以上 － 
アンケート調査 

一律5％を適用（少数点以下は切り上げ） 

子どもの食事や栄養につい

て行政サービス（相談等）を

受けたことのある人のうち、

悩みが解消できた、または役

立ったと思う保護者の割合 

68.3％ 74％以上 － 
アンケート調査 

一律5％を適用（少数点以下は切り上げ） 

子どもの性の悩みを相談で

きる窓口を知っている保護

者の割合 

6.4％ 12％以上 － 
アンケート調査 

一律5％を適用（少数点以下は切り上げ） 

夜間や休日等に受診できる

医療機関や相談窓口につい

ての情報提供など、サービス

の利便性が高いと思う保護

者の割合 

27.8％ 33％以上 － 
アンケート調査 

一律5％を適用（少数点以下は切り上げ） 

不妊に対する支援について

行政サービス（相談・助成）

を受けたことのある人のう

ち、悩みが解消できた、また

は役立ったと思う保護者の

割合 

37.5％ 43％以上 － 
アンケート調査 

一律5％を適用（少数点以下は切り上げ） 

基本方針４ 子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備 

子どもが年少の子どもや赤

ちゃんと触れ合う機会が増

えていると感じる保護者の

割合 

16.7％ 22％以上 － 
アンケート調査 

一律5％を適用（少数点以下は切り上げ） 

不登校児童・生徒 出現率 

小 0.46％ 

中 3.97％ 

（H20） 

小0.32%以下 

中2.73%以下 

全国（H19） 

小 0.34％ 

中 2.91％ 

学校教育課調べ 

H16の全国の在籍者比率を目標とする 

（総合計画H23目標値） 
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指  標 
現状値 

（ H21年度 ） 

目標値 

（ H26年度 ） 
参考値 目標値の設定根拠 

学校が子どもの生きる力を

育成する場となっていると

思う保護者の割合 

50.2％ 56％以上 － 
アンケート調査 

一律5％を適用（少数点以下は切り上げ） 

子どもを叱りすぎている気

がすると悩む保護者の割合 

前 43.3％ 

小 35.3％ 

（H20） 

前 36%以下 

小27%以下 

前36.1% 

小 27.4% 

（H15） 

ニーズ調査 

少なくとも前回（H15）調査以下を目標とす

る 

子どもの教育について悩ん

でいる（気にかかる）保護者

の割合 

前 36.4％ 

小 41.6％ 

（H20） 

前 30%以下 

小36%以下 

前30.4% 

小 43.6% 

（H15） 

ニーズ調査 

就学前児童は少なくとも前回（H15）調査以

下を目標とする 

小学生は一律5％を適用（少数点以下は切り

捨て） 

子どもが自然や文化、社会な

どの体験をしやすい環境で

あると考える保護者の割合 

44.2％ 50％以上 － 
アンケート調査 

一律5％を適用（少数点以下は切り上げ） 

子どもの成長にとって良好

な情報環境が整備されてい

ると感じる保護者の割合 

16.0％ 21％以上 － 
アンケート調査 

一律5％を適用（少数点以下は切り上げ） 

基本方針５ 子育てを支援する生活環境の整備 

子どもや親が安心して外出

できる環境（子どもの遊び場

や公園等）になっていると思

う保護者の割合 

24.1％ 30％以上 － 
アンケート調査 

一律5％を適用（少数点以下は切り上げ） 

学校が子どもにとって安心

して過ごすことのできる場

となっていると思う保護者

の割合 

53.6％ 59％以上 － 
アンケート調査 

一律5％を適用（少数点以下は切り上げ） 

基本方針６ 子ども等の安全の確保 

中学生以下の交通事故発生

件数 

161件 

（H19） 
120件以下 

190件 

（H16） 

交通政策課調べ 

H16からH19の減少傾向より算出 

地域における防犯活動が活

発であると感じる保護者の

割合 

38.2％ 44％以上 － 
アンケート調査 

一律5％を適用（少数点以下は切り上げ） 

犯罪やいじめの被害にあっ

た場合に相談できる窓口や

支援内容を知っている保護

者の割合 

53.5％ 59％以上 － 
アンケート調査 

一律5％を適用（少数点以下は切り上げ） 

基本方針７ 要保護児童などへのきめ細かな取り組みの推進 

子どもに対して手をあげた

り世話をしなかったりする

保護者の割合 

前 9.3％ 

小 3.7％ 

（H20） 

前 7%以下 

小2％以下 

前7.9% 

小 4.5% 

（H15） 

ニーズ調査 

就学前児童は少なくとも前回（H15）調査以

下を目標とする 

小学生はH15からH20の減少幅（-1.2ポ

イント）以上の減少を目指す 

虐待と思われる場面を見聞

きした場合に市役所や児童

相談所等に通報した保護者

の割合 

11.0％ 16％以上 － 
アンケート調査 

一律5％を適用（少数点以下は切り上げ） 

長野市がひとり親家庭（母子

家庭・父子家庭）にとって自

立しやすい地域だと思う保

護者の割合 

13.1％ 19％以上 － 
アンケート調査 

一律5％を適用（少数点以下は切り上げ） 
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指  標 
現状値 

（ H21年度 ） 

目標値 

（ H26年度 ） 
参考値 目標値の設定根拠 

障害のある子どもを育てて

いく上で、これからも長野市

で暮らしていくことに希望

が持てる保護者の割合 

27.2％ 33％以上 － 
アンケート調査 

一律5％を適用（少数点以下は切り上げ） 

援助が必要な人に対してニ

ーズに応じた支援が行われ

ていると思う保護者の割合 

22.4％ 28％以上 － 
アンケート調査 

一律5％を適用（少数点以下は切り上げ） 
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２ 個別事業目標設定の算定根拠 

No. 事 業 名 指  標 
現状値 

（ H20年度 ） 

目標値 

（ H26年度 ） 
目標値の設定・算定根拠 

１-ア 仕事と生活の調和の実現のための働き方の見直し 

1 

経済団体等との連携

による事業主への意

識啓発 

出前講座開催回

数 
0回 7回 

子育て支援事業所連絡協議会の

構成団体数（7団体）それぞれ1

回開催 

2 
子育て支援優良事業

者表彰制度 

優良事業者表彰

数（累計） 
－ 8事業者 

H23年度より実施し、年間2社

ずつの認定として設定 

3 
子育て雇用安定奨励

金交付事業 
交付事業所数 4事業所 6事業所 

平成 20 年度実績（基準値）の

50％増 

4 
特定求職者雇用促進

奨励金制度 
交付件数 8件 20件 

平成 20 年度実績（基準値）の

150％増 

5 

長野市若者自立支援

ネットワーク会議の

開催 

ネットワーク会

議の開催回数 
１回 2回 前期、後期で開催 

6 

子育て支援優良事業

者が不利にならない

入札制度 

制度の見直し － 実施 
Ｈ26年度までに制度の見直しを

実施する 

１-イ 仕事と子育ての両立の推進 

7 延長保育促進事業 実施箇所数 49園 54園 年 1園の実施箇所増加を目指す 

8 夜間保育事業 実施箇所数 1園 2園 
既存の１か所に加え、新たに１か

所実施を目指す 

9 病児・病後児保育事業 実施箇所数 1箇所 2箇所 

既存の１か所に加え、新たに１か

所実施を目指す。あわせて病児保

育の実施を検討する 

実施箇所数 10園 13園 

H20 13,925 人／10 園≒

1,393人（1園） 

19,000人÷1,393人≒13園 
10 

一時預かり事業（一時

保育促進事業） 

延べ利用者数 13,925人 19,000人 

H17 （11,832 人）⇒H20

（13,925 人）の伸び率（約

17.7%増）から推計 

11 

トワイライトステイ

（子育て支援短期利

用事業） 

実施箇所数 0施設 2施設 
平成 22 年度から市内北部で１

施設、南部で１施設実施する 

12 
放課後こどもプラン

の推進 
実施校区数 4校区 

全小学校区 

（56校区） 

全５６小学校区毎の実施を目標

として設定 

13 
保育所アクションプ

ログラムの作成 
プログラム作成 未実施 作成 

国のアクションプログラムを受

けて２６年までに作成 

２-ア 地域における子育て支援サービスの充実 

14 養育支援訪問事業 
要支援家庭に対

する支援実施率 
一部実施 100% 

支援を必要とする家庭の把握に

努め、100%実施する 

センター型 6園 6園 

保健センターの管轄区域ごとに、

必要なニーズを推計し、ニーズを

充足するための園数を設定 

相談・交流型 

（21年度まで小規模型） 
8園 10園 同上 

15 
地域子育て支援セン

ター運営事業 

全園型 0園 99園 同上 
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No. 事 業 名 指  標 
現状値 

（ H20年度 ） 

目標値 

（ H26年度 ） 
目標値の設定・算定根拠 

16 保育園地域活動事業 実施箇所数 （61園） 
全園 

（88園） 

保育園の専門的な機能を地域住

民のために活用し、地域の需要に

応じた幅広い活動を推進するた

め、全園での実施を目指す 

17 児童相談体制の充実 
専門職の配置 

相談員数 

未実施 

2人 

実施 

4人 

専門職を配置。 

相談員は、厚生課篠ノ井分室１人

配置済み。保育家庭支援課担当分

を３地区に分け、各１人配置。 

18 地域福祉推進事業 計画策定地区 6地区 
全地区 

（32地区） 

地域における福祉課題やニーズ

を見つけ、地域で何ができるか、

何を行うかのアイデアを出し合

い、地区地域福祉活動計画を策定

することで、地域における子育て

支援活動の実現に繋がるよう設

定 

19 
地域活動団体に対す

る活動支援 

地域福祉ワーカ

ー設置地区数 
16地区 

全地区 

（32地区） 

地域福祉活動の調整役として、地

区社協等で雇用されている地域

福祉ワーカーが、地域の人材の紹

介や活動の調整を行い、地域にお

ける子育て活動を支援する役割

も担っており、市内全地区で地域

福祉ワーカーの支援ができるよ

う設定 

提供会員数 245人 300人 
年間 10 人程度の増加を目標に

設定 

依頼会員数 1,160人 1,500人 
年間 55 人程度の増加を目標に

設定 
20 

「ファミリー・サポー

ト・センター」運営事

業 

両方会員数 168人 200人 
年間 5 人程度の増加を目標に背

低 

21 
ながの子育て家庭優

待パスポート事業 
協賛店舗数 509店舗 

市内協賛店 

1,100店舗 

新規協賛店数、年間約100店舗

の増加を目標で設定 

２-イ 児童の健全育成 

22 
放課後こどもプラン

の推進（再掲） 
実施校区数 4校区 

全小学校区 

（56校区） 

全５６小学校区毎の実施を目標

として設定 

23 成人指導者養成 
養成講座延べ受

講者数 
78人 100人 

計画策定時現状値を上回るよう

に目標値を設定 

24 
子ども会リーダー養

成 

養成講座延べ受

講者数 
173人 200人 

ジュニア・サブのリーダーを各

10 名程度現状より増やすよう

に目標値を設定 

２-ウ 子育て支援のネットワークづくり 

25 
子育て支援情報誌の

作成 

リニューアルの

実施 
－ 実施 

情報誌の内容を実際に利用する

市民の目線で見直しを実施する 

26 

子育てサークル等の

ネットワーク化への

支援 

交流会の開催地

区数 
－ 

全地区 

（32地区） 
全地区での開催を目指す 

27 
長野市子育て情報ホ

ームページの作成 

ホームページの

開設 
－ 実施 

H26 年度までに子育て専用のホ

ームページを開設する 

３-ア 子どもや母親の健康の確保 

28 マタニティセミナー 参加者数 848人 1,100人 
[平日]20人×36回、[休日]32

人（夫婦16組）×12回 
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No. 事 業 名 指  標 
現状値 

（ H20年度 ） 

目標値 

（ H26年度 ） 
目標値の設定・算定根拠 

29 
はじめまして赤ちゃ

ん事業 
訪問率 65% 100% 国から指定されている数値 

30 
親子よい歯サポート

教室 
開催回数 30回 40回 

保健所で 30 回と北部地域で 5

回、南部地域で5回開催する 

31 
乳幼児一般健康診査

事業 
受診率 74.6% 83.0% 

受診率が80%を超えた年の平均

値 

32 4か月健康診査 受診率 99.1% 100% 全対象者の受診 

33 
9～10 か月児健康診

査 
受診率 87.1% 90.0% 

過去５年間受診率が90%を超え

ていないので、目標値に設定 

34 
1 歳 6 か月児健康診

査 
受診率 96.3% 100% 全対象者の受診 

35 3歳児健康診査 受診率 96.0% 100% 全対象者の受診 

３-イ 「食育」の推進 

36 学校での食育指導 
学校での食に関

する指導回数 
1校1～2回 

1校3回 

（平均） 

平成 20 年 6 月学校給食法の大

幅改正に伴ない、その目的が制定

当初の「栄養改善」から「食育の

推進」に大きく転換し、学校給食

での食育の果たす役割を一層重

視することとなり、児童生徒に望

ましい食習慣を身に付けさせる

ため回数増として設定 

37 
地産地消における食

育の推進 

長野市農業祭（地

産地消PRイベン

ト）参加者数 

9,500人 12,000人 
年400人程度の増加×6年とし

て設定 

開催箇所数 6会場 12会場 
38 

ママのための料理教

室（健やかな食習慣親

子料理教室） 参加者数 49人 120人 

12 箇所の保健センターで各１

回開催、参加人数10名として設

定 

開催回数 － 10回 
39 

地域出前講座 

（子育ての食育講座） 参加者数 － 300人 

10地区開催で各回参加者30人

として設定 

３-ウ 思春期保健対策の充実 

40 
教職員研修の実施（思

春期保健） 

教育センター思

春期保健関係研

修参加学校数 

27校 
全校 

（81校） 
全小・中学校で実施 

３-エ 小児医療の充実 

41 福祉医療給付事業 対象児童年齢 就学前児童 小学生以下 小学校卒業まで拡大 

４-ア 次代の親の育成 

42 職業体験機会の創出 
職場体験学習実

施中学校数 

全校 

（23校） 

全校 

（25校） 
全中学校で実施 

43 
乳幼児とふれあう機

会の提供 

受け入れ保育園

数 

全園 

（86園） 

全園 

（88園） 
継続し、全園で実施していく 

４-イ 子どもの生きる力の育成に向けた学校における教育環境等の整備 
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No. 事 業 名 指  標 
現状値 

（ H20年度 ） 

目標値 

（ H26年度 ） 
目標値の設定・算定根拠 

不登校出現率 

（小学校） 
0.46% 0.32% 

全国比率を大きく上回った数値

のため、平成16年度全国の在籍

者比率を目標とする（総合計画

23年度数値） 
44 

心の相談の充実と支

援体制の推進 

不登校出現率 

（中学校） 
3.97% 2.73% 

全国比率を大きく上回った数値

のため、平成16年度全国の在籍

者比率を目標とする（総合計画

23年度目標数値を継続） 

45 教職員研修の実施 
教職員研修の受

講率 
107.8% 139.6% 

受講率を毎年 10 ポイント向上

させる（総合計画23年度目標数

値を継続） 

46 外部人材の活用 

学校教育活動で

活用した外部人

材数 

2,011人 3,767人 

総合的な学習（中）特別活動（小）

については、毎年度「1校平均」

を 1 人ずつ増員。総合的な学習

（小）は現在中学校の平均を下回

っているため、23年度には同数

となるよう 1.5 人ずつを増員。

教科学習（小･中）、特別活動（中）

は、毎年度「1 校平均」で 0.5

人ずつ増員する（総合計画23年

度目標数値を継続） 

環境学習会参加

者数 
89人 120人 4回開催×参加者数30人 

47 環境教育事業の推進 環境教育指導者

養成講座受講者

数 

67人 100人 

教職員研修 2 回開催×受講者

数35人 

リーダー養成研修 1 回開催×

受講者数30人 

48 
地域との連携等開か

れた学校運営の推進 

学校評価の実施

学校数 
6校 

全校 

（81校） 
全小・中学校 

４-ウ 家庭や地域の教育力の向上 

49 家庭教育力向上事業 講座開催回数 13回 113回 
PTA81校＋32住民自治協議会

にて各1回を想定 

実施公民館数 24箇所 
全館 

（27箇所） 50 公民館学級講座 

実施回数 226回 253回 

全公民館での実施を設定 

51 
みどりの少年団活動

の支援 
少年団支援数 20団 25団 

信州新町・中条の 3 団の他、2

団の増加を目指す 

52 森林体験事業 参加者数 15,317人 20,000人 年間500人を想定 

53 
放課後こどもプラン

の推進（再掲） 
実施校区数 4校区 

全小学校区 

（56校区） 

全５６小学校区毎の実施を目標

として設定 

54 
成人指導者養成（再

掲） 

養成講座延べ受

講者数 
78人 100人 

計画策定時基準値を上回るよう

に目標値を設定 

55 
子ども会リーダー養

成（再掲） 

養成講座延べ受

講者数 
173人 200人 

ジュニア・サブのリーダーを各

10 名程度現状より増やすよう

に目標値を設定 

56 おひざで絵本事業 絵本配付率 － 100% 
該当する全乳児に手渡すことを

目標に設定 

５-ア 安全・安心なまちづくりの推進 
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（ H26年度 ） 
目標値の設定・算定根拠 

57 
公園の防犯及び安全

対策 

都市公園整備面

積 
277.37ha 295.48ha 

今後の都市公園の整備面積を算

定 

58 
公共施設における託

児サービスの実施 
事業実施 － 実施 事業を実施する 

59 
小・中学校耐震補強事

業 
耐震化率 65% 90% 

H26 までの耐震化対策完了棟数

÷全棟数（400棟） 

６-ア 子どもの交通安全を確保するための活動の推進 

60 交通安全教育の実施 講師派遣回数 151回 180回 

第四次総合計画平成 23 年度目

標値を達成していることから、年

約5回の派遣増を見込んだもの 

６-イ 子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進 

61 不審者情報の共有 
安心・安全ネット

ワークの加入率 
55% 70% 

事業の費用対効果から最低限求

められる加入率 

６-ウ 被害に遭った子どもの保護の推進 

不登校出現率 

（小学校） 
0.46% 0.32% 

全国比率を大きく上回った数値

のため、平成16年度全国の在籍

者比率を目標とする（総合計画

23年度数値） 
62 

心の相談の充実と支

援体制の推進（再掲） 

不登校出現率 

（中学校） 
3.97% 2.73% 

全国比率を大きく上回った数値

のため、平成16年度全国の在籍

者比率を目標とする（総合計画

23年度目標数値を継続） 

７-ア 児童虐待防止対策の充実 

63 
長野市要保護児童対

策協議会の運営 

実務担当者会議

開催回数 
2回 6回 2か月に１回の開催とする 

64 児童相談体制の充実 
専門職の配置 

相談員数 

未実施 

２人 

実施 

４人 

専門職を配置。 

相談員は、厚生課篠ノ井分室１人

配置済み。保育家庭支援課担当分

を３地区に分け、各１人配置。 

65 
養育支援訪問事業（再

掲） 

要支援家庭に対

する支援実施率 
一部実施 100% 

支援を必要とする家庭の把握に

努め、100%実施する 

66 
児童虐待に対する専

門性の向上 

児童委員・保育

園・学校等への研

修会開催回数 

１回 3回 
児童と接する機会の多い関係団

体を対象とする 

67 児童虐待防法の周知 
全戸へのチラシ

配布 
－ 年 1回 年 1回を目標とする 

７-イ 母子家庭等の自立支援の推進 

68 
特定求職者雇用促進

奨励金制度（再掲） 
交付件数 8件 20件 平成20年度実績の150％増 

７-ウ 障害児施策の充実 

69 
ケアプランナーの育

成と設置 

ケアプランナー

数 
81人 90人 

ケアプラン作成事業所が年 1 事

業所増加、そこにケアプランナー

１～2人配置するとし、6年で9

人増加を目標とする 
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ケアプラン作成

数 
928件 990件 年 1％増×6年 

70 
障害児自立サポート

事業 
利用者数 443人 600人 年 5％増×6年 

71 
特定求職者雇用促進

奨励金制度（再掲） 
交付件数 8件 20件 平成20年度実績の150％増 

特別支援教育支援

員の配置学校数 
60校 

全校 

（81校） 
全小・中学校 

72 特別支援教育の充実 
特別支援連携会

議の開催回数 
3回 12回 月１回開催 

73 
障害者（児）施設医療

ケア事業 
利用者数 8人 12人 平成20年度実績×1.5 

74 
短期入所行動障害児

援護事業 
利用者数 540泊 600泊 20人×30泊 

７-エ 外国籍児童への支援 

75 
外国籍等児童生徒教

育 

日本語指導員母

語対応率 
98% 100% 外国籍児童の全ての母語に対応 

76 

中国帰国者への相談

窓口の開設と生活指

導員の配置 

生活指導員数 12人 15人 

残留邦人世帯は、市内のおよそ

15 の地域に多く居住している

ため、各地域に 1 人の指導員を

配置する 

 


